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本推計は、各地方公共団体の積上げ、推計等の作業を、短期

日に行ったものであり、今後の精査により、計数の異動があり

うるものである。 
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はじめに 

 

本委員会では、昨年 7 月、地方財政の将来推計を行い、地方の財源不足は、

平成 24 年度には最大 13.1 兆円（仮に現行の地方消費税に換算すれば約 5.2％に

相当）に拡大し、財源不足を補てんする基金も枯渇に至るなど、住民に不可欠

なサービスを維持できるかどうかの瀬戸際に立たされるという結果を公表した。 

 

そして、今後、社会保障をはじめ、教育、警察、消防といった住民生活に必

須の行政サービスを安定的に提供していくためには、その財源として、税源の

偏在性が小さく、税収が安定的な地方消費税の引き上げを含む税制の抜本改革

に取り組むべきであると提言した。 

 

その後、民主党を中心とする新政権が発足し、平成 22 年度の地方財政対策に

より、地域主権改革の第一歩として地方が自由に使える財源を増やすため、地

方交付税が 1.1 兆円増額された。しかしながら、地方税は大幅な減収が見込ま

れており、必要な歳出に対して歳入が絶対的に不足する事態が改善された訳で

はなく、実質的な負担の先送りである臨時財政対策債を 7.7 兆円発行するなど、

依然として地方財政を取り巻く環境は極めて厳しい。 

  

我が国財政が先進国でも群を抜いて高い水準の長期債務を抱えるなど、深刻

さを増す中にあって、国においては、平成 23～25 年度の歳入・歳出の骨格を示

す「中期財政フレーム」を含む中長期的な財政健全化の道筋を示す「財政運営

戦略」（平成 22 年 6 月 22 日閣議決定）において、新成長戦略の実行により名目

３％超の経済成長の実現を目指すとともに、徹底した歳出見直しに加え、消費

税を含む税制の抜本的な改革を進め、安心の確保と成長に必要な歳出を国民全

体で分担することとし、早急に税制抜本改革の具体的内容を決定する方針を明

記した。 

 

本委員会においては、このような動きを踏まえ、今後本格化することが予想

される消費税を含む税制の抜本的な改革に向けて、地方として責任を持って、

建設的な提言を行う必要があるとの認識のもと、昨今の情勢変化を踏まえ、改

めて各地方公共団体の平成 22 年度当初予算及び国の「中期財政フレーム」等を

踏まえた今後３年間の地方財政の見通しを国民に示すとともに、社会保障をは

じめ住民が安心して暮らすことができる行政サービスを支える地方消費税

の引き上げについて提言するものである。 
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第１章 地方財政の現状と将来見通し 
 
１ 国と地方の債務残高 
 
 
 
 
 
 
 

いわゆるバブル経済の崩壊後、景気回復を図るため、国・地方を通じて、公共
投資を中心とした積極的な財政出動が行われ、1990 年代からは大量の国債や地方
債が発行された。さらに、同時期から急速に進行した高齢化による社会保障関係
費の増大により、国・地方の長期債務残高は大幅に増大した。 

また、一昨年の金融危機に端を発した世界的な景気後退等を受けて、国と地方
の税収が法人関係税を中心として大幅に減少する中、大規模な経済雇用対策等の
ため、赤字国債や臨時財政対策債等を増発した結果、平成 22 年度末における国と
地方を合わせた長期債務の残高は、平成元年度から608兆円増加し、対GDP比181％
の 862 兆円程度(平成 22 年度当初予算ベース)に増大することが見込まれている。 

地方の長期債務残高は 200 兆円程度と先進国の中でも極めて高い水準にある。
さらに、地方は約 1,800 団体の集合体であるうえに､毎年度の財源不足に対して最
終的に特例公債（赤字国債）の発行が可能な国と異なり、財源不足への対応とし
て懸命の歳出削減を行っており、各団体は厳しい財政運営を余儀なくされている。 

このように、我が国財政は、先進国の中でも群を抜いて高い水準の長期債務を
抱えるなど、深刻さを増しており、最近ギリシャ等において財政不安が著しく高
まるなど、公的債務のリスクに対する内外の市場の目も厳しさを増している中、
これ以上将来への負債の先送りは許されない危機的な状況に至っている。 

 

〔国と地方の長期債務残高の推移〕      

 

 

バブル経済崩壊後、国と地方の債務残高は大幅に増大 

○バブル経済の崩壊後、公共投資を中心とした景気対策の実施や高齢化に伴う

社会保障関係費の増大により、国・地方の長期債務残高は大幅に増大 

○一昨年の世界的な景気後退を受けて、国・地方の税収が大幅に落ち込む中、

大規模な経済雇用対策等のため、赤字国債や臨時財政対策債等を増発 

○その結果、我が国財政は、先進国の中でも群を抜いて高い水準の長期債務を

抱えるなど、深刻さを増している 
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２ 地方財政の現状 
 

 

 
 

 

 

平成 15～18 年度には、税源移譲、国庫補助負担金の見直し、地方交付税の改革

からなる「三位一体の改革」が実施され、国から地方への 3 兆円の税源移譲が実

現した一方、平成 16 年度には、地方交付税と臨時財政対策債を中心として、一般

財源総額が 2.6 兆円削減され、それ以降一般財源総額は抑制基調が継続している。 

三位一体の改革期間において、地方交付税と臨時財政対策債の削減額は 5.1 兆

円に上っており、地方の地域間格差の拡大の原因となっている。 

〔地方財政計画（一般財源）の推移〕             （単位：兆円） 

年  度 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 

地方交付税 18.0 16.9 16.9 15.9 15.2 15.4 15.8 16.9 

 別枠加算 － － － － － － 1.0 1.0  

臨時財政対策債 5.9 4.2 3.2 2.9 2.6 2.8 5.2 7.7 

地方交付税 等 23.9 21.1 20.1 18.8 17.8 18.2 21.0 24.6 

＜各年度－H15＞ － △2.8 △3.8 △5.1 △6.1 △5.7 △2.9 0.7 

地方税 32.2 32.3 33.3 34.9 40.4 40.5 37.0 33.8 

その他 2.4 3.1 3.9 5.0 1.0 1.2 1.0 1.0 

税源移譲等 △0.1 △0.7 △1.7 △3.1 △2.7 △3.1 △3.1 △3.1 

計 58.4 55.8 55.6 55.6 56.5 56.8 55.9 56.3 
＜各年度－H15＞ － 

 
△2.6 △2.8 △2.8 △1.9 △1.6 △2.5 △2.1 

 ※その他：地方譲与税（地方法人特別譲与税を除く）、地方特例交付金等、減税補填債 
   税源移譲等：税源移譲関係歳入及び児童手当特例交付金 

一方、歳出決算額の推移を見ると、投資的経費は、国・地方を通じた公共投資

の見直しに伴い、平成５年度と比較して半分以下の水準に抑制されている。 

人件費は、団塊の世代の退職に伴い退職手当が高水準で推移する中で、定員削

減や独自の給与カットにより何とか抑制基調を維持しているものの、公債費は、

過去の累次に渡る経済政策や政策減税に伴い発行した地方債の償還のため、高止

まり基調が継続している。さらに、扶助費は児童手当（子ども手当）や生活保護、

障害者自立支援給付の増などにより年々増加傾向にあり、平成５年度に比べて約

1.7 倍に増加している。少子高齢化等の進展に伴い社会保障関係費の増嵩は止ま

ることはなく、地方財政を圧迫している。 

平成 16 年度以降、地方一般財源総額は厳しく抑制。地方財政は構造
的に厳しい状況 
○平成 16 年度には、地方交付税と臨時財政対策債の大幅削減により、地方の一般

財源総額は 2.6 兆円が削減され、それ以降、一般財源総額は抑制基調 

○平成 22 年度の地方財政対策では、地方交付税が 1.1 兆円増額されたが、必要な

歳出に対して歳入が絶対的に不足する事態が改善された訳ではなく、対症療法

による自転車操業の状態 

○少子高齢化等の進展に伴い、社会保障関係費の増嵩は止まることがなく、行政

サービスの受益と負担に不均衡が続く限り、地方財政は構造的に厳しい状況 
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〔歳出決算額の推移〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
平成 22 年度の財源不足額（地方財政計画ベース）は、過去最大の 18.2 兆円に

拡大しているが、平成 22 年度の地方財政対策により、地域主権改革の第一歩とし

て地方が自由に使える財源を増やすため、地方交付税が 1.1 兆円増額された。し

かしながら、地方税は大幅な減収が見込まれており、実質的な負担の先送りであ

る臨時財政対策債を 7.7 兆円発行するなど、必要な歳出に対して歳入が絶対的に

不足する事態が改善された訳ではない。 

地方財政は、対症療法による自転車操業の状態に変わりがなく、今後も行政サ

ービスの受益と負担に不均衡が続く限り、構造的に厳しい状況が継続する。 
 
〔地方の財源不足額（地方財政計画ベース）の推移〕 

 
 

H5の半分以下に抑制 

その他の経費 

投資的経費 

公債費 

扶助費 

（総務省「地方財政の状況」より作成） 

人件費 

H5の約1.7倍
に増加 

（総務省「地方財政計画」より作成） 
（注） ここでいう「地方の財源不足額（地方財政計画ベース）」とは、国において地方財政対策を 
   講じるに当たり算出されたもので、次ページ以降の地方財政の将来推計における財源不足額 
   （各地方公共団体における財源不足額の見込みを集計したもの）とは異なる。 
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３ 地方財政の将来推計 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
全国知事会では、平成 21 年度、地方財政の将来推計を行い、地方の財源不足額

は平成 24 年度には最大 13.1 兆円に拡大し、基金も枯渇に至るなど、住民に不可

欠なサービスを維持できるかどうかの瀬戸際に立たされるとの結果を公表した。 

その後、平成 22 年度に地方交付税が 1.1 兆円増額されたものの、地方税は大幅

な減収が見込まれており、地方財政は依然として巨額の財源不足を抱えている。 

このため、各地方公共団体の平成 22 年度当初予算をベースとして、平成 23～

25 年度の国の歳入・歳出の骨格を示す「中期財政フレーム」を含む「財政運営

戦略」（平成 22 年 6 月 22 日閣議決定）等を踏まえ、改めて地方財政の将来推計

を実施することとした。 

経済成長率については、「中期財政フレーム」と同時に公表された内閣府の「経

済財政の中長期試算」（平成 22 年 6 月 22 日）に基づき、「慎重シナリオ（ケース

１）」及び「成長戦略シナリオ（ケース２）」の２つのケースにより推計している。 

歳出のうち、義務的経費は、人件費を抑制しているにもかかわらず、後期高齢

者医療、介護保険、国民健康保険、障害者自立支援給付など、法令等により義務

付けられている社会保障関係費が一層増加する見込みであり、義務的経費以外で

も、乳幼児医療費助成や救急医療体制の確保など、地方公共団体が共通の住民ニ

ーズにより単独で実施している社会保障サービスの経費が今後とも確実に増加

する見込みである。地方が負担する社会保障関係費は、全体で毎年度 7 千億円程

度増加する見込みとなり、今後とも地方財政を大きく圧迫していくことになる。 

その結果、「中期財政フレーム」を踏まえ、地方一般財源総額が今後３年間同額

であるとしても、平成 22 年度における 9.0 兆円の財源不足は、平成 25 年度には

10.4 兆円に拡大する見通しである。（ケース１） 

今回の推計結果は、昨年度よりも若干改善しているが、これは、名目経済成長

率などの経済想定の改善や、地方交付税 1.1 兆円増額に加え、各団体の懸命の行

革努力の成果により、財源不足額の圧縮が図られたものであるが、少子高齢化に

伴い社会保障関係費の増加ペースは強まっており、地方財政は依然として巨額の

財源不足を抱える構造的な危機を脱していないことに変わりはない。 

地方財政は巨額の財源不足が見込まれる危機的な状況が継続 
○地方財政は、平成 22 年度に地方交付税が 1.1 兆円増額されたものの、社

会保障関係費の増嵩や景気悪化を受けた地方税の大幅な減収により、巨額

の財源不足を抱えている 

○国の「中期財政フレーム」を踏まえ、地方一般財源総額が今後３年間同額

であるとしても、社会保障の負担増加などにより、財源不足額は平成 25

年度には 10.4 兆円に拡大 

○このままでは財源不足を補てんする基金は平成 24 年度までに枯渇し、地

方公共団体の財政破綻の懸念が現実化 
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この財源不足は、現状の国の地方財政対策では、巨額の臨時財政対策債等の発

行や基金の取崩しなどの対症療法によりしのいでいくしかないが、こうした対症

療法を継続したとしても、このままでは、債務残高が累増するだけでなく、平成

24 年度には基金が枯渇し、なお 2.0 兆円の財源不足が残るなど、地方公共団体の

財政運営は行き詰まり、破綻が現実化する事態に陥る。（都道府県は平成 23 年度

に破綻の懸念に直面） 

また、「新成長戦略」（平成 22 年 6 月 18 日閣議決定）の目標である名目３％、

実質２％を上回る経済成長率を見込んだシナリオ（ケース２）の場合でも、平成

25 年度の財源不足額は 9.4 兆円に達し、平成 24 年度には、ケース１と同様に、

基金は枯渇する見通しであり、破綻が現実化する懸念は変わらない。 
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（地方財政の将来推計結果） 

 ＜ケース１＞ＧＤＰが内閣府試算・慎重シナリオの場合    （単位：兆円） 

区分 H22 H23 H24 H25 H25-H22 

歳出               A 91.1 91.6 92.1 93.2 2.1 

 義務的経費 50.0 51.0 51.8 52.9 2.9 
人件費 23.5 23.5 23.5 23.4 △ 0.1 
社会保障（義務分） 12.9 13.5 13.8 14.4 1.5 

 

公債費 12.7 13.1 13.6 14.1 1.4 
 

税関係交付金等 0.9 0.9 0.9 1.0  0.1 
義務的経費以外の経費 41.1 40.6 40.3 40.3 △ 0.8 
 社会保障関係費（義務以外） 5.9 6.1 6.3 6.4 0.5 
 生 活 関 連 等 経 費 9.0 8.9 8.6 8.6 △ 0.4 

 公 共 イ ン フ ラ 整 備 ・ 維 持 経 費 15.4 15.4 15.3 15.2 △ 0.2 

 

 地 域 活 性 化 等 経 費 10.8 10.2 10.1 10.1 △ 0.7 

歳入               B 82.1 81.8 82.0 82.8 0.7 

財源不足額     C=B-A △ 9.0 △ 9.8 △ 10.1 △ 10.4 － 

   

財源対策債、臨時財政対策債  D 7.4 6.0 5.6 5.1 － 
 

臨時財政対策債等による 
補てん後の財源不足額  E=C+D △ 1.6 △ 3.8 △ 4.5 △ 5.3 － 

 
退職手当債、行革推進債等 F 0.7 0.7 0.7 0.7 － 

基金取崩し    G 0.9 2.7 1.8 0.0 － 

財
源
不
足
対
策 計 1.6 3.4 2.5 0.7 － 

 

基金残高     H 4.5 1.8 － － － 

なお残る財源不足額 I － △ 0.4 △ 2.0 △ 4.6 － 

  

  （参考：昨年度試算結果） 

財源不足額 △ 9.3 △ 11.5 △ 13.1 － － 
 
 

＜ケース２＞ＧＤＰが内閣府試算・成長戦略シナリオの場合   （単位：兆円） 

区分 H22 H23 H24 H25 H25-H22 
歳出               A 91.1 91.6 92.1 93.3 2.2 
歳入               B 82.1 81.8 82.5 83.9 1.8 

財源不足額    C=B-A △ 9.0 △ 9.8 △ 9.6 △ 9.4 － 
 

基金残高     H 4.5 1.8 － － － 

なお残る財源不足額 I － △ 0.4 △ 1.9 △ 4.4 － 
  

都道府県・市町村とも破綻 都道府県破綻 

都道府県破綻 都道府県・市町村とも破綻 
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注１）本推計は、平成 22 年度当初予算をベースとして、都道府県分と市区町村分について、「中期財政フレー
ム」を含む「財政運営戦略」を踏まえ、今後の経済成長にかかわらず、地方一般財源総額は同額という条件
の下で試算。その他は平成 22 年度における制度・施策を前提とした。 

  地方交付税等については、平成 22 年度の地財別枠加算「地域活性化・雇用等臨時特例費（9,850 億円）」
は、平成 23 年度以降の取り扱いが未定のため、同年度以降は地方一般財源総額から控除。 

 
注２）経済成長率 

平成 22 年 6 月 22 日に公表された内閣府の「経済財政の中長期試算」の名目成長率に基づき設定 

区  分 内     容 H23 H24 H25 
＜ケース１＞ 
慎重シナリオ 

内需・外需の環境について、慎重な前提の下に試算し
た経済のシナリオ 

1.7％ 1.6％ 1.6％ 

＜ケース２＞ 
成長戦略シナリオ 

内需・外需の環境について、堅調に推移するとの前提
の下に試算。「新成長戦略」の目標である名目 3％、実
質 2％を上回る経済成長率を達成する経済のシナリオ 

1.7％ 2.9％ 3.0％ 

 
注３）経費区分 

区  分 内     容 

生活関連等経費 
教育、警察、消防など、生活に密接に関連し、廃止又は大幅削減になれば、住民生活
に多大な影響が及ぶ経費 

公共インフラ整備 
・維持経費 

道路、治山治水、農林水産等公共事業や医療、福祉、警察、消防、教育等の施設設備
と維持管理経費などインフラ整備、維持経費 

地域活性化等経費 産業振興、地域振興、文化事業や広報、情報化など地域の活性化に繋がる経費  
 
 
 
〔財政調整基金、減債基金残高の推移〕＜ケース１：慎重シナリオの場合＞ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）このほか、今後地方が負担すべき債務として、交付税特別会計の借入金が33兆6千億円ある。 

 

 
  

6.4 6.0 6.1 6.2 6.1
5.5

4.6 4.5

1.8

0

2

4

6

H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25

兆円

 

 

△4.6 

平成24年度には枯渇 

△2.0 

財源不足を補てんする
基金残高は年 減々少 
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〔義務的経費の将来推計（都道府県＋市区町村）〕

△ 9.0 △ 9.8 △ 10.1 △ 10.4

23.5 23.5 23.5 23.4

12.7 13.1 13.6 14.1

0.9 0.9 0.9 1.0

12.9 13.5 13.8 14.4

△ 20

△ 10

0

10

20

30

40

50

60

H22 H23 H24 H25財源不足額
（兆円）

歳出（兆円）

 

税関係交付金等 

＜※ケース１：慎重シナリオの場合＞ 

財源不足額 

人件費 

公債費 

社会保障関係費 

人件費の抑制等の努力にもかかわらず、社会保障関係費等
の増加が今後も見込まれ、義務的経費は増加の一途 

地方交付税が減額
されれば、更に財
源不足が拡大する
懸念 



＜ケース１＞ＧＤＰが内閣府試算・慎重シナリオの場合

＜都道府県＞ （単位：兆円）

H22 H23 H24 H25 H25-H22
A 48.7 48.2 47.8 48.2 △ 0.5

義務的経費 28.9 29.4 29.7 30.0 1.1

人件費 14.5 14.5 14.5 14.4 △ 0.1

社会保障関係費（義務分） 4.7 5.0 5.1 5.3 0.6

公債費 6.7 6.9 7.0 7.2 0.5

税関連交付金等 3.0 3.0 3.1 3.1 0.1

義務的経費以外の経費 19.8 18.8 18.1 18.2 △ 1.6

社会保障関係費（義務以外） 1.5 1.5 1.5 1.6 0.1

生活関連等経費 2.9 2.6 2.1 2.1 △ 0.8

公共インフラ整備・維持経費 7.5 7.4 7.2 7.2 △ 0.3

地域活性化等経費 7.9 7.3 7.3 7.3 △ 0.6

B 42.7 41.8 41.2 41.5 △ 1.2

C=B-A △ 6.0 △ 6.4 △ 6.6 △ 6.7 －

D 5.1 4.4 4.3 4.1 －

E=C+D △ 0.9 △ 2.0 △ 2.3 △ 2.6 －

F 0.6 0.6 0.6 0.6 －
G 0.3 1.0 － － －

0.9 1.6 0.6 0.6 －

H 1.0 － － － －
I － △ 0.4 △ 1.7 △ 2.0 －

＜市区町村分＞ （単位：兆円）

H22 H23 H24 H25 H25-H22
A 49.1 50.1 50.8 51.7 2.6

義務的経費 25.7 26.5 27.1 27.9 2.2

人件費 9.1 9.1 9.1 9.1 0.0

社会保障関係費（義務分） 10.6 11.1 11.4 11.9 1.3

公債費 5.9 6.2 6.5 6.8 0.9

税関連交付金等 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0

義務的経費以外の経費 23.4 23.6 23.7 23.8 0.4

社会保障関係費（義務以外） 4.9 5.1 5.2 5.3 0.4

生活関連等経費 6.5 6.5 6.5 6.5 0.0

公共インフラ整備・維持経費 8.7 8.7 8.7 8.7 0.0

地域活性化等経費 3.3 3.3 3.3 3.3 0.0

B 46.1 46.7 47.3 48.0 1.9

C=B-A △ 3.0 △ 3.4 △ 3.5 △ 3.7 －

D 2.3 1.6 1.3 1.0 －

E=C+D △ 0.7 △ 1.8 △ 2.2 △ 2.7 －

F 0.1 0.1 0.1 0.1 －
G 0.6 1.7 1.8 0.0 －

0.7 1.8 1.9 0.1 －

H 3.5 1.8 － － －
I － － △ 0.3 △ 2.6 －

注）端数整理のため、合計と内訳が一致しない場合がある。

財源不足額

歳入

歳出

区分

財源対策債、臨時財政対策債

臨時財政対策債等による補てん後の
財源不足額

退職手当債、行革推進債等

基金取崩

計

財
源
不
足
対
策

基金残高

区分

なお残る財源不足額

歳出

歳入

財源不足額

財源対策債、臨時財政対策債

なお残る財源不足額
基金残高

臨時財政対策債等による補てん後の
財源不足額

財
源
不
足
対
策

退職手当債、行革推進債等

基金取崩

計
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＜ケース２＞ＧＤＰが内閣府試算・成長戦略シナリオの場合

＜都道府県＞ （単位：兆円）

H22 H23 H24 H25 H25-H22
A 48.7 48.2 47.9 48.4 △ 0.3

義務的経費 28.9 29.4 29.8 30.2 1.3

人件費 14.5 14.5 14.5 14.4 △ 0.1

社会保障関係費（義務分） 4.7 5.0 5.1 5.3 0.6

公債費 6.7 6.9 7.1 7.3 0.6

税関連交付金等 3.0 3.0 3.1 3.2 0.2

義務的経費以外の経費 19.8 18.8 18.1 18.2 △ 1.6

社会保障関係費（義務以外） 1.5 1.5 1.5 1.6 0.1

生活関連等経費 2.9 2.6 2.1 2.1 △ 0.8

公共インフラ整備・維持経費 7.5 7.4 7.2 7.2 △ 0.3

地域活性化等経費 7.9 7.3 7.3 7.3 △ 0.6

B 42.7 41.8 41.5 42.1 △ 0.6

C=B-A △ 6.0 △ 6.4 △ 6.4 △ 6.3 －

D 5.1 4.4 4.1 3.7 －

E=C+D △ 0.9 △ 2.0 △ 2.3 △ 2.6 －

F 0.6 0.6 0.6 0.6 －
G 0.3 1.0 － － －

0.9 1.6 0.6 0.6 －

H 1.0 － － － －
I － △ 0.4 △ 1.7 △ 2.0 －

＜市区町村分＞ （単位：兆円）

H22 H23 H24 H25 H25-H22
A 49.1 50.1 50.8 51.7 2.6

義務的経費 25.7 26.5 27.1 27.9 2.2

人件費 9.1 9.1 9.1 9.1 0.0

社会保障関係費（義務分） 10.6 11.1 11.4 11.9 1.3

公債費 5.9 6.2 6.5 6.8 0.9

税関連交付金等 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0

義務的経費以外の経費 23.4 23.6 23.7 23.8 0.4

社会保障関係費（義務以外） 4.9 5.1 5.2 5.3 0.4

生活関連等経費 6.5 6.5 6.5 6.5 0.0

公共インフラ整備・維持経費 8.7 8.7 8.7 8.7 0.0

地域活性化等経費 3.3 3.3 3.3 3.3 0.0

B 46.1 46.7 47.6 48.6 2.5

C=B-A △ 3.0 △ 3.4 △ 3.2 △ 3.1 －

D 2.3 1.6 1.1 0.6 －

E=C+D △ 0.7 △ 1.8 △ 2.1 △ 2.5 －

F 0.1 0.1 0.1 0.1 －
G 0.6 1.7 1.8 0.0 －

0.7 1.8 1.9 0.1 －

H 3.5 1.8 － － －
I － － △ 0.2 △ 2.4 －

注）端数整理のため、合計と内訳が一致しない場合がある。

財源不足額

歳入

歳出

区分

財源対策債、臨時財政対策債

臨時財政対策債等による補てん後の
財源不足額

退職手当債、行革推進債等

基金取崩

計

財
源
不
足
対
策

基金残高

区分

なお残る財源不足額

歳出

歳入

財源不足額

財源対策債、臨時財政対策債

なお残る財源不足額
基金残高

臨時財政対策債等による補てん後の
財源不足額

財
源
不
足
対
策

退職手当債、行革推進債等

基金取崩

計
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基金取崩し
０．９兆円

行革債ほか
０．９兆円

行革債ほか
０．７兆円

財源不足

９．３兆円

(参考)    昨年度の全国知事会試算との比較

○昨年度の知事会試算における平成22年度の財源不足9.3兆円に対して、実際には9.0兆
　円の財源不足
○各地方公共団体の不断の行革努力により、人件費、公債費が圧縮され、結果として基金
　の取崩しや退職手当債等が縮減
○地方財政対策において地方交付税が増額されたが、地方譲与税を含む地方税等が大幅
　減となったため、不足する部分は臨時財政対策債の増発等により補てん
○なお、20･21年度国補正基金を活用した事業実施等により、歳入歳出ともに予算規模拡大

平成２２年度当初予算

基金取崩し等
２．４兆円

財源不足　９．３兆円 財源不足　９．０兆円

昨年度の知事会試算（H２２）

臨財債ほか
５．９兆円

義務的経費等
の圧縮

臨財債ほか

７．４兆円

　社会保障経費や
地域活性化等経費

の歳出増

財源不足
９．０兆円

財源不足0.1兆円

行革努力により
基金取崩しや退職
手当債等を圧縮
　人件費▲0.2
　公債費▲1.8 など

【予算規模】
歳入増
　２．５兆円
歳出増
　２．２兆円

地方税収等の減
を補てん

地方財政対策に
よる別枠加算（１
兆円）
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第２章 持続可能な行政サービスの提供のために 
～財源不足の解消方策～ 

１ 行政改革への取組 

地方公共団体は、国を上回る不断の行革努力を実施 

○職員数は、平成 11 年度から平成 21 年度までに 38 万人、11.7％の大幅な削減 

○職員給与や手当のカットは、平成 23 年度までに 1兆 9,424 億円に達する見込み 

○今後も更なる行政改革を行っていくが、地方が抱える巨額の財源不足は、行政改

革のみでは解消できる状況にはない 

都道府県、市町村を通じた職員数の状況については、平成 11 年度から平成 21 年度

までに 38 万人、率にして 11.7％を削減している。しかも、その内訳は、治安の強化

に伴い、警察職員を 8.5%増とする一方で、一般行政での削減率は 17.7％、教育でも

12.3％に及んでいる。 

国と地方の平成 13 年度から平成 21 年度での削減率を比較すると、国の非現業職員

が 2%であるのに対し、地方職員は全体で 10%となるなど、国を大きく上回っている。 

多くの団体では、財源不足に対応するために国に先んじてやむを得ざる措置として

給与カットを実施しており、都道府県では、平成 23 年度までに 1 兆 9,424 億円に達

する見込みである。 

都道府県出先機関の統廃合 2,679 箇所、第三セクターの統廃合 737 箇所や、内部経

費の節約、事務事業の見直し、創意工夫による行政の生産性の向上などに取り組んで

いる。 

今後も職員定数の削減など更なる行政改革を進めていくが、地方が抱える巨額の財

源不足は、行政改革のみでは解消できる状況にはない。 
 

〔職員数の状況「（総務省「地方公共団体職員定員管理調査結果」）〕   （単位：千人、％） 

年     度 11 13 15 21 21-11 21／11 21／13 

職  員  数 3,232 3,171 3,117 2,855 △377 △11.7 △10.0 

一 般 行 政 1,161 1,114 1,086 955 △206 △17.7 △14.3 

その他（病院・企業等） 432 451 441 386 △46 △10.6 △14.4 

教   育 1,227 1,194 1,168 1,076 △151 △12.3 △9.9 

警   察 259 259 267 281 22 8.5 8.5 

 

消   防 153 153 155 157 4 2.6 2.6 
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〔国と地方の職員数の推移〕 

※ 地方公務員：総務省自治行政局「地方公共団体定員管理調査結果」（その他：公営企業等会計部門） 
※ 国家公務員については平成１２年度末現在、地方公務員については平成１３年４月１日現在の人数を

１００とした場合の指数である。 
※ 国非現業、地方計は独立行政法人化による減員を除いて指数化している。 

（参考） 

年  度 H13 H21 H21－H13 

国 530,120 人 518,261 人 △11,859 人 

地方計 3,171,532 人 2,855,106 人 △316,426 人 

地方一般行政 1,113,587 人 954,775 人 △158,812 人 

 

（給与カットの実施内容） 

給与の種類 団体数 最大カット率 実施（予定）期間 削減（見込）額 

給料 42 16％ H11～23 

管理職手当 44 25％ H10～23 

期末・勤勉手当 19 30％ H10～23 

1 兆 9,424 億円 

※団体数は、上記実施（予定）期間において実施した団体を計上した。 

国と地方の職員数の推移

85

90

95

100

105

110
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指数

地方警察（109）

地方消防（102）

国(非現業)（98）

地方計（90）

地方教育（90）

地方一般行政（86）
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（都道府県出先機関、第三セクターの統廃合） 

区  分 団体数 統廃合 備  考 

都道府県出先機関 47 2,679 箇所 本庁組織の再編を含む。 

第三セクター 47 737 箇所 外郭団体を含む。 

 
（主な取組事例） 

区  分 内     容 

民間委託の推進 

・ 定型的業務等（庁舎清掃、公用車運転、ホームページ作成・
運営、電話交換など）の民間委託 

・ 市民からよくある質問にワンストップで対応するコール
センターの開設 

・ 指定管理者制度の導入、指定管理者評価制度の導入 
・ 市への人材派遣、業務の請負を主な事業とする○○市総合

サービス株式会社の設立 
・ 市場化テストの導入・官民競争入札の実施 
・ 包括民間委託の導入・外部評価の導入 
・ 提案公募型アウトソーシングの推進 
・ コンビニエンスストアとの包括業務提携 
・ 総務事務の集中化、民間委託 

住民・地域団体
との協働の拡大 

・ 協働化テストの実施 
・ 図書館、コミュニティセンター、総合公園の運営をＮＰＯ

法人に委託 
・ 農道等の小規模修繕について地元住民が町から資材の提

供を受け、機械を借り上げ、作業員として労働力を提供し
て工事を実施 

・ 地域エージェント（地域における人材育成等を担うことの
できる団体として県が選考するもの）に業務を発注し、エ
ージェントから地域のメンバーに仕事を出す制度の実施 

・ 補助金公募制度の導入 
・ 市民参画による事業仕訳の実施 

民営化・独立行
政法人化の推進 

・ 奨学資金債権管理・回収業務の民営化 
・ 県立病院のすべてを民間に移譲、県に設置義務のある精神

医療センターを公設民営化 
・ 老人ホーム、保育所、給食施設等の民営化 
・ 旅券申請窓口業務、職員研修業務の官民競争入札の実施 
・ 公共施設の設置・管理への PFI 導入 

公 
 

共 
 

サ 
 

ー 
 

ビ 
 

ス 
 

改 
 

革 

市町村との連携 

・ 生活保護業務の市町村への委託 
・ 滞納整理機構等、徴税（課税）業務の相互乗り入れ・共同

化 
・ 市町村への権限移譲による行政サービスのワンストップ

サービス化 
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区  分 内     容 

職員数縮減・ 
組織改革 

・ 定員管理の適正化（単位人口当たりの職員数など、数値目
標の設定） 

・ 給与構造改革の実施 
・ 「課」を廃止し、業務棚卸表の目的別に「室」を設置 
・ 意思形成過程の階層削減による意思決定迅速化 

事務事業の 
見直し 

・ 幼保一元化の推進 
・ 公営企業の繰出基準見直し 
・ 公開による業務棚卸しの実施 
・ 事務・事業の休廃止 
・ ＢＰＲ（標準的業務手順見直し）の実施 

行
政
運
営
シ
ス
テ
ム
改
革 

県有資産の有効
活用 

・ ネーミングライツ、広告事業 
・ 財務書類の作成など公会計の整備 
・ 休廃止施設等の民間活用の推進 
・ 未利用地の積極的な売却など資産・債務管理 
・ 全職員駐車場の有料化 
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２ サービス水準切り下げの困難性 

 

 

 

 

 

 

 

 

人件費や公債費、法令に基づいて地方が負担する義務的経費のほか、地方が担う『住

民サービスの提供に必要な経費』は、「社会保障関係費」「生活関連等経費」「公共インフ

ラ整備・維持経費」｢地域活性化等経費｣という幅広い行政分野の住民生活に密着した行

政サービスを網羅しており、その総額は平成 22 年度当初予算で 41.1 兆円に上り、なか

でも医療、教育、福祉、生活等の住民に身近でかつ不可欠な行政サービスである「社会

保障関係費」及び「生活関連等経費」は、14.9 兆円と大きなウェイトを占めている。 

今回、将来推計をした結果、「社会保障関係費（義務以外）」及び「生活関連等経費」

は、平成 25 年度には、15.0 兆円に増加する見込み（国の平成 20 及び 21 年度補正予算

で措置された基金を活用した事業を除くと 0.5 兆円の増加）であり、その要因としては、

「社会保障関係費（義務以外）」の増加が見込まれることによる。 

「社会保障関係費（義務以外）」は、医療関係では、救急や周産期医療などの不採算医

療を担う公立病院の運営やへき地をはじめとする医師確保などの地域医療対策のほか、

国民健康保険特別会計への一般会計からの支援や乳幼児医療費助成、重度心身障害児

（者）医療費助成などがあり、福祉関係では、老人福祉施設の運営費や介護予防事業な

どがある。また、「生活関連等経費」は、教育関係では、私立学校経常費助成、公立学校

運営費など、生活関係では、上下水道やごみ・し尿処理などがあり、いずれも地方公共

団体が、住民生活に密着したサービスを幅広く提供する極めてニーズの高い経費である。 

一方、既に平成 5年度の半分以下の水準になっている住民に身近な「公共インフラ整

備・維持経費」、産業振興や地域振興など地域の活力の維持に不可欠な「地域活性化等経

費」については、「社会保障関係費」の増加により、さらに削減を余儀なくされる状況に

ある。 

地方の行政サービス水準の切り下げや廃止は、住民生活に直接影響 
○ 地方は、多様化する住民サービスに対応し、幅広い分野の住民生活に密着したサ

ービスを提供 

○ 義務的経費以外の経費(住民サービスの提供に必要な経費)のうち医療、福祉等の

「社会保障関係費」は、今後も増加 

○ 住民に身近でかつ不可欠な住民サービスのさらなる切り下げを断行したとして

も、財源不足の解消策とならないばかりか、住民生活は立ち行かなくなり多くの

国民の理解を得ることは困難 
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地方は、これまで住民に身近で、必要最低限のサービス水準を維持する努力をしてき

たが、現在、その水準すら切り下げざるを得ない状況もでてきている。例えば、病院の

統廃合、路線バスの廃止、警察署、交番、派出所の統廃合、道路橋の点検など、行政サ

ービス水準の切り下げをやむを得ず選択している事例もあり、地域住民にとっては、利

便性の低下、生活への不安感が増す結果となっている。（19～20 ページ参照） 

このような状況の中で、巨額の財源不足を解消するために、仮に 21 ページに記載の医

療、福祉、教育、生活などの住民サービスの更なる切り下げを断行したとしても、平成

25 年度における歳出の削減効果は 5.4 兆円に留まり、なお 5兆円の財源不足が残り、解

消策とならないばかりか、最も行政サービスを必要としている社会的弱者をはじめとし

て住民生活は立ち行かなくなり、国民の理解を得ることは困難であるといわざるを得な

い。 

 

〔社会保障関係費及び生活関連等経費の状況＜ケース１＞ 〕（再掲） （単位：兆円） 

区   分 H22 H23 H24 H25 H25-H22 

歳出               A 91.1 91.6 92.1 93.2 2.1 

義務的経費 50.0 51.0 51.8 52.9 2.9 

 うち社会保障（義務分） 12.9 13.5 13.8 14.4 1.5 

義務的経費以外の経費 41.1 40.6 40.3 40.3 △ 0.8 

社会保障関係費(義務以外) 5.9 6.1 6.3 6.4 0.5 

生 活 関 連 等 経 費 9.0 8.9 8.6 8.6 △ 0.4 

生 活 関 連 経 費 8.5 8.5 8.5 8.5 0.0 
 

社会保障及び生活 
国 補 正 基 金 関 連 

0.5 0.4 0.1 0.1 △ 0.4 

合 計 14.9 15.0 14.9 15.0 0.1 

公共イ ンフラ 整備 ・維持 経費 15.4 15.4 15.3 15.2 △ 0.2 

 

 

地 域 活 性 化 等 経 費 10.8 10.2 10.1 10.1 △ 0.7 

歳入               B 82.1 81.8 82.0 82.8 0.7 

財源不足額     C=B-A △ 9.0 △ 9.8 △ 10.1 △ 10.4 － 

※国補正基金関連は、国の平成 20 及び 21 年度補正予算を基礎としている。 



 18 

〔義務的経費以外の経費のうち、社会保障関係費及び生活関連等経費の主な内訳〕 
 

       (単位：億円) 

区             分 
22 予算 
（歳出） 

地域医療対策（救急、周産期、医療人材確保等） 

国民健康保険、後期高齢者医療・老人医療（単独） 

病院事業会計繰出金 
医療 

医療費助成(重度心身障害児(者)、乳幼児、母子家庭等） 

28,000 

子育て支援（幼稚園に係る経費を含む） 14,000 

障害者支援 5,700 

高齢者支援、介護保険 7,600 
福祉 

地域福祉等 3,200 

雇用 就業支援、技術・技能の伝承支援等 600 

社
会
保
障(

義
務
除
き) 

小  計 59,100 

私立小・中・高校等経常費助成 5,300 
教育 

公立小・中・高校、大学運営費等 24,700 

安全 
安心 

警察・消防活動運営費、地震・防災対策 12,000 

ごみ・し尿の維持管理 15,000 

上水道、下水道事業 18,200 

地方バス路線維持、交通施設整備・バリアフリー等 3,900 
生活 

その他生活衛生対策 6,100 

生

 

活

 

関

 

連 

小  計 85,200 

 国補正基金関連事業 5,200 

合  計 149,500 
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○やむを得ず住民に身近なサービスを切り下げている事例 

 

生活するうえで不便になっているサービス水準の低下 

 

 

 ○公立病院の廃止統合 

  経営状況等の悪化により、地域の医療を支える公立病院は年々減少し、平成 14 年から

平成 19 年の間に、病院数は 100 病院、病床数では約 29,000 床減少 

1,200

1,220

1,240

1,260

1,280

1,300

1,320

1,340

1,360

1,380

H14 H15 H16 H17 H18 H19
330,000

335,000

340,000

345,000

350,000

355,000

360,000

365,000

370,000

375,000

380,000

病院数

病床数

 
 

 

 ○バス路線の廃止 

  バス路線の維持のため、地方は運営費の助成等をしているが、採算性の悪化等により、

過疎地域を中心として、住民生活の足であるバス路線が見直され、平成 14 年度から 17

年度の間に、毎年 500 路線前後が廃止 
 

254

488
453 473

555

0

100

200

300

400

500

600

H13 H14 H15 H16 H17

 
 
 

▲0.6 兆円 

仮に全ての 

公立病院への 

財政支援(税負

担)を廃止した 

としても 

仮に地方バス 

路線への助成 

を廃止したと 

しても 

▲0.4兆円 

総務省「社会生活統計指標」から作成 

国土交通省「バスの運行形態等に関する調査」から作成 

(病床数) (病院数) 

(年間廃止路線数) 
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生活の不安を招くサービス水準の低下 

 

 ○警察署、交番、派出所等の廃止・統合 

地域の安全・安心を最前線で守る交番等は、警察官数が増加する一方で、年々減少 

 

14,000

14,500

15,000

15,500

16,000

H15 H16 H17 H18 H19 H20
11.5

12.0

12.5

13.0
交番等

可住地面積あたり交番等

 
 

 ○道路橋の点検 

  地方公共団体における道路橋の定期点検の実態は、都道府県及び政令市では、ほぼ実

施しているが、市区町村では、財政的に実施困難等の理由により、やむを得ず約 8 割が

実施できない状況 

 
   

全国の地方公共団体が管理する道路橋のうち、老朽化や劣化の損傷等により、通行止

めや重量制限などの通行規制が講じられている橋梁数は、684 橋 

通行止め・通行規制中の橋梁数 
区分 

 都道府県 政令市 市区町村 

通行止め  85  1  1  83 

通行規制 599 74 15 510 

計 684 75 16 593 

 

仮に全国の 

交番の2／3を 

廃止したと 

しても 

▲0.3 兆円 

都道府県 
政令市 

実施している 
97％ 

今年度中に 
実施予定 

3％ 

実施している 
10％ 

実施していない 
83％ 

今年度中に 
実施予定 

7％ 

国土交通省調べ(H19.9調査) 

総務省「社会生活統計指標」から作成 

市区町村 

(交番等の数) (可住地面積あたり交番等) 
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○仮に、サービス水準の切り下げを行う場合の影響 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

項  目 サービス低下の内容 

・教員 138,000 人の削減（413,000 人の△33.4％） 
→全国公立小学校１クラス 40 人→60 人 

・教員 78,000 人の削減（234,000 人の△33.3％） 
→全国公立中学校１クラス 40 人→60 人 

学級編制基準の変更 
 

△2 兆 400 億円 

・教員 60,000 人の削減（180,000 人の△33.3％） 
→全国公立高校１クラス 40 人→60 人 

教
育
分
野 

県単独私学助成の廃止 
      △6,300 億円 

・県単独の私学助成を廃止 
 →私立幼稚園、小中学校、高校の授業料は 
             値上げとなる可能性 
   値上げ額 幼稚園  14,000 円／月／人 
        小学校  22,000 円／月／人 
        中学校  24,000 円／月／人 
        高 校  27,000 円／月／人 

警察 
警察交番の統廃合 

△2,500 億円 
・警察職員 25,000 人削減（253,000 人の△9.9％） 
 →交番 4,000 ヶ所廃止（6,191 ヶ所の 2／3） 

消防 
消防署の統廃合 

△2,500 億円 
・消防職員 25,000 人削減（158,000 人の△15.8％） 
 →消防署等 1,000 署廃止（4,924 署の 1／5） 

乳幼児、重度心身障害者 
等の助成の廃止 
     △6,700 億円 

・乳幼児医療費助成 
・重度心身障害児（者）医療費助成 
・母子家庭等医療費助成        を廃止 

医
療
福
祉
分
野 

病院事業会計繰出金の 
廃止   △5,800 億円 

・全国 1,000 の公立病院が経営破綻の危機に 
 →民間売却、廃止も 

地域の交通確保対策の 
廃止   △3,900 億円 

・地方バス路線 1,576 系統の廃止 
・第三セクターなど 50 社の鉄道が設備更新中止 
 →存続の危機に 生

活 文化、スポーツ施設の 
廃止・売却 
     △5,600 億円 

・文化会館、スポーツ施設等の廃止や売却により 
 公的施設の利用は全く不可能に 

計       △53,700 億円  

 

仮に、身近でかつ不可欠な住民サービスの更なる切り下げを断行したとしても、平

成 25 年度における歳出の削減効果は 5.4 兆円に留まり、なお 5 兆円の財源不足が

残り、解消策とならないばかりか、住民生活は立ち行かなくなり、多くの国民の理

解を得ることは困難 
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３ 社会保障関係費抑制の困難性 

 
 
 
 

 
 
 
 
    

地方は、多様化する住民サービスに対応し、幅広い分野の住民生活に密着したサービ

スを提供しているが、その中でも特に、法令等での義務付けの有無にかかわらず、住民

生活の基礎的なサービスを提供する社会保障関係費の増加が顕著であり、その総額は平

成 22 年度の 18.8 兆円から、平成 25 年度には 20.8 兆円に増加する見込みである。 

国の社会保障関係費が、年金・医療・介護など制度化された「現金給付」を指す狭い

意味で使われることが多いのに対して、地方の社会保障関係費は、現金給付から人的・

物的サービスの提供まで、地域福祉の増進を図るため、非常に幅広く多様なサービスを

対象としていることが特徴である。 

地方の社会保障関係費のうち、後期高齢者医療、介護保険、国民健康保険、障害者自

立支援給付費など、地方公共団体の負担が『法令等により義務付けられている経費』は、

平成 22 年度の 12.9 兆円から平成 25 年度には 14.4 兆円に増加する見込みである。 

また、放課後児童クラブ運営費、私学助成(単独除き)、救急医療運営費など、『国補

助により全国的に推進されている経費』は、平成 22 年度の 1.3 兆円から平成 25 年度に

は 1.4 兆円に増加する見込みである。 

一方、病院事業会計や国民健康保険特別会計への一般会計からの繰出金、乳幼児や障

害児に対する医療費助成など、『地方が共通の住民ニーズにより実施している経費』は、

平成22年度の4.6兆円から平成25年度には5.0兆円に増加することが見込まれるとと

もに、社会保障関係費全体の 4分の 1程度を占めている。 

この中には、国の制度ではないが、乳幼児医療費助成、重度心身障害児（者）医療費

助成など、自治体ごとに多少の制度の差異は有りながらも、地域の実情に迫られて、既

に全国のどの団体でも実施されており、実質的にナショナルスタンダード（全国的な標

準）となっているものも多く、これらも住民生活にとって、なくてはならないものとな

っている。 

地方が負担する社会保障関係費は、幅広く、その負担は、増加の一途 
 
○地方の行政サービスの中でも、社会保障関係費は、今後も増加の一途 
 
○地方の社会保障関係費は、年金・医療・介護等の給付に対する応分の負担から、
地域医療の確保や子育て支援などの人的・物的サービスの提供まで、非常に幅広
く多様 

 
○地方が共通の住民ニーズにより実施している経費の中には、制度化されていなく
ても地域の実情に迫られて、既に全国的にサービスが提供され、ナショナルスタ
ンダード化しているものが多い 
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   地方の社会保障関係費の将来推計（国補正基金事業除く） 
                             （単位：億円） 

 区        分 H22 H23 H24 H25 

法令等に基づく義務的経費 128,500 134,500 138,000 143,700 

医療関係 国民健康保険、後期高齢者
医療、医療扶助ほか 

43,500 45,500 46,700 48,600 

介護・高齢者関係 介護給付費、地域支援事業
費交付金ほか 

12,300 13,000 13,400 13,900 

障害者関係 自立支援給付費 13,100 13,700 14,000 14,600 

児童・少子化関係 児童措置費、子ども手当、
児童扶養手当ほか 

42,300 44,200 45,400 47,300 

生活保護関係 生活保護費(医療扶助除き)、
婦人保護費 

17,300 18,100 18,500 19,300 

社
会
保
障
（
義
務
分
） 

 

労働関係 訓練手当給付費 0 0 0 0 

国補助により全国的に推進されている経費 12,800 13,200 13,700 14,200 

医療関係 
救急運営費、特定疾患、結
核、エイズ対策ほか 

2,100 2,200 2,200 2,200 

介護・高齢者関係 介護予防、介護保険制度運
営ほか 

1,100 1,100 1,200 1,200 

障害者関係 
障害者施設運営費、地域生
活支援センターほか 

3,100 3,300 3,400 3,600 

児童・少子化関係 放課後児童クラブ、里親支
援、幼稚園助成ほか 

5,200 5,300 5,600 5,900 

生活保護関係 
ＤＶ対策、母子家庭支援、
人権同和対策ほか 

900 900 900 900 

 

労働関係 離職者再就職支援、職場適
応訓練ほか 

400 400 400 400 

地方が共通の住民ニーズにより実施している経費 46,300 48,200 49,300 50,300 

医療関係 
病院会計繰出金、乳幼児・
重度心身障害児（者）・母子
家庭等医療費助成ほか 

25,900 27,300 27,400 27,400 

介護・高齢者関係 
老人福祉施設運営費、介護
予防関係費ほか 

6,500 6,700 7,000 7,300 

障害者関係 小規模授産所運営費、障害
者相談員配置ほか 

2,600 2,600 2,700 2,900 

児童・少子化関係 
保育所運営費、児童相談所
活動費、幼稚園助成ほか 

8,800 9,000 9,400 9,800 

生活保護関係 援護恩給、民生委員活動、
ＤＶ対策ほか 

2,300 2,400 2,600 2,600 

社
会
保
障
（
義
務
以
外
） 

 

労働関係 
職業訓練校運営費、訓練費
ほか 

200 200 200 300 

計 187,600 195,900 201,000 208,200 
 
（注１）推計に当たっては、全都道府県・市区町村の22 年度当初予算における社会保障関係費をベースに、内閣府の

「経済財政の中長期試算」の経済想定等に基づき25年度までの歳出を推計したもの。 
（注２）義務分は財務省の後年度影響試算（H22.2）における国の社会保障関係費の推計、義務以外は総務省試算（経

済財政諮問会議提出資料（H20.11））における地方負担の将来推計を前提とした。 
（注３）平成20及び２１年度国補正予算で措置された下記交付金による基金事業は除いている。 

地方消費者行政活性化交付金、障害者自立支援対策臨時特例交付金、子育て支援対策臨時特例交付金、
妊婦健康診査臨時特例交付金、ふるさと雇用再生特別交付金、緊急雇用創出事業臨時特例交付金、地域
自殺対策緊急強化交付金、介護職員処遇改善等臨時特例交付金、介護基盤緊急整備等臨時特例交付金、
社会福祉施設等耐震化等臨時特例交付金、医療施設耐震化臨時特例交付金、地域医療再生臨時特例交
付金 
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４ 持続可能な行政サービスの提供のために 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

必要な歳出に対して歳入が不足しているために生じる地方の財源不足額は、6 ペー

ジに示すとおり、平成 25 年度には、慎重シナリオで 10.4 兆円、成長戦略シナリオで

も 9.4 兆円にまで拡大することが見込まれている。 

この財源不足は、住民が求める行政サービスの水準と歳入のアンバランスによる構

造的な問題によるものである。 

当面は、我が国経済を順調な回復軌道に乗せることに全力を挙げるべきであるが、

毎年度の財源不足を、その都度臨時財政対策債の増発等による対症療法で解決するこ

とは、地方財政が抱える構造的問題の解決とはならず、国・地方を通じて、これを継

続していくことには限界がある。 

こうした状況の下、地方としては、引き続き、職員数の削減、給与カット、事務事

業の見直し、行政の生産性の向上など、不断の行革努力を継続していくが、現在の財

源不足額は、もはや行革努力だけでは到底埋めきれるものではなく、「歳出の見直し＝

行政サービス水準の切り下げ」か「住民負担の増」のいずれかを選択せざるを得ない

状況である。 

財源不足の解消には、抜本的な歳入増加策が不可避 

○地方公共団体の財源不足は、住民が求めるサービス水準と歳入のアンバランスによ

る構造的な問題 
 
○当面は、我が国経済を順調な回復軌道に乗せることに全力を挙げるべきであるが、

臨時財政対策債の増発等による対症療法では、構造的問題が解決できず限界 
 
○地方公共団体自らの不断の行革努力だけでは、もはや問題の解決は困難であり、行

政サービス水準の切り下げか、住民負担の増を選択せざるを得ない 
 
○しかし、行政サービス水準の切り下げ、廃止は住民生活に直結し、特に、増嵩する

一方の社会保障関係費の抑制は限界 
 
○さらに、少子高齢化や地域主権改革の進展に伴い地方の果たすべき役割がますます

増大する中で、地方の役割に応じた税財源の充実強化が必要 
 
○国・地方を通じた巨額の歳出歳入のギャップを解消し、持続可能な税財政制度を構

築するため、国も地方も抜本的な改革が急務 
 
○地方公共団体は住民に社会保障をはじめとする行政サービスの水準の在り方を示

した上で、負担増についても避けることなく議論し理解を得ていく必要 
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行政サービス水準の切り下げや廃止、特に、今後増嵩が見込まれる「社会保障関係

費」の抑制は、住民生活に直結し、その影響も大きいことから、限界があることは明

らかであり、住民生活に責任のある立場の地方としては、考えることはできない。 

また、少子高齢化の更なる進行により社会構造の変化が進めば、特に医療や介護、

子育て支援などの分野において、地域の住民生活を支えるため人材や資源を効率的に

活用するネットーワークの形成など、「地域の社会保障サービスの機能強化」として人

的・物的サービスを充実する必要性が高まることは、間違いない。 

さらに、地域主権改革の進展による国と地方の役割分担の見直しに伴い、地方が担

う仕事が増加することが想定されることから、これらの受け皿として地方の役割に応

じた税財源を充実強化していく必要がある。 

こうした状況を抜本的に解決するためには、歳入増を図ることが不可欠であり、「社

会保障をはじめとした住民が求める多様な行政サービスの提供」に必要な財源を、安

定的に確保する新たな仕組みづくりが必要である。 

国・地方を通じた巨額の歳出歳入のギャップを解消し、我が国の構造的な課題を解

決するとともに、債務残高対 GDP 比の引き下げ等の財政健全化に配慮しつつ、持続可

能な税財政制度を構築するため、国も地方も抜本的な改革が急務である。また、税体

系の抜本的な改革を行ったとしても、地域間格差は依然として解消しないことから、

地方交付税の財源保障機能や財源調整機能の抜本強化や課税自主権の活用等が必要な

のはいうまでもない。 

我々、地方公共団体は、住民に対して社会保障をはじめとする行政サービス水準の

在り方を示した上で、住民負担の増について、避けることなく議論し、住民の理解を

得ていかねばならない時期を迎えている。 
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第３章 少子高齢化時代の行政サービスを支える 
地方の財源にふさわしい地方消費税 

 

  前章までで示したとおり、第一線で住民生活を支える地方自治体が、社会保

障をはじめ、教育・警察・消防など地域の実情に応じた持続可能な行政サービ

スを提供していくためには、歳入増を図ることが不可欠であり、住民負担の増

について、避けることなく議論し、住民の理解を得ていかなければならない。 

そして、新たな負担を求める場合には、地域の実情に合った持続可能な行政サ

ービスを提供していく観点から、こうした行政サービスを支えうる基幹税である

とともに、地域偏在性の小さい安定した税源が望ましい。 

全国知事会としては、これまでも、こうした条件を満たす地方消費税の充実

を求めてきたところであり、ここで改めて地方消費税の果たしてきた役割や今

後の可能性等について整理することとする。 

 

１ 地方消費税の沿革とその役割 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

一般に、「消費税は５％」といわれているが、そのうち１％相当分は地方消

費税であり、国税の消費税とは別の地方税である。 

  平成元年に消費税が導入された際に従来の地方間接税が整理され、減収分の

見返りとして消費譲与税が創設された。その後、平成６年秋の税制改正におい

て、地方分権の推進、地域福祉の充実等のために、都道府県税としての地方消

費税が消費譲与税に代えて創設され、平成９年度から課税されている。税収は、

約 2.5 兆円で、都道府県税収の約 18％を占める基幹税となっている。 

  また、都道府県税ではあるが、その２分の１は市町村に交付金として交付さ

れている。 

このように地方消費税は、都道府県及び市町村の一般財源として、その自主

的な判断により、福祉、医療、教育など、幅広く住民の生活に密着した各種の

サービスに充てられている貴重な財源である。 

 

地方消費税は、都道府県・市町村の貴重な財源 

○消費税の１％相当分は地方消費税であり、国税の消費税とは別の地方税 

○地方消費税は、消費税導入時の地方間接税の整理に伴う減収分の見返りを

引き継ぐもの 

○税収は約 2.5 兆円、都道府県税収の約 18％を占める基幹税で、２分の１

は市町村に交付金として交付 
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２ 地方消費税充実の制度的意義 

 

 

 

 

 

 

 

 

地方税は、地方公共団体が提供する行政サービスに必要な経費を、地域の住

民等がその能力と受益に応じて負担しあうものである。地方公共団体の提供す

る行政サービスは、その多くが全国共通のものであり、このため地方税は、税

源が全国の地方公共団体に普遍的に存在すること、景気変動の影響を受けにく

く税収の安定性を備えていること、受益に対する負担として対応関係を住民が

意識できること等の性格を備えたものであることが望ましい。 

  また、消費課税は、老若男女を問わず全国民に負担を求める税であるため、

幅広い国民が享受する行政サービスの財源とすることが望ましい。 

  この点で、地方消費税は、税収の偏在性が小さく安定的な基幹税目の一つと

して、地方の財源にふさわしい税であり、これを、福祉、教育、警察、消防を

はじめ、住民に身近なサービスを提供している地方の財源とすることは、合理

的であり、かつ、今後も充実すべきものである。特に、その安定性について、

昭和 60 年度以降の税収の状況を見てみると、法人二税（地方法人特別譲与税を

含む）は、最大の平成元年度と最小の平成 21 年度の差が 5.5 兆円もあるのに対

し、地方消費税は、導入された平成９年度以降、初年度を除き増減幅は 0.2 兆

円以内となっており、地方消費税の税収は、景気の変動に左右されにくいこと

が確認できる。 

さらに今後、少子高齢化や地域主権改革の進展により、地域の実情に合った

福祉も含めた幅広い行政サービス等に対する要望がますます増大していくこと

が見込まれることから、その役割に応じた財源の確保が必要であり、これらを

支える基幹税として、地方消費税を大きく充実させていく必要がある。 

なお、大きな税収が見込まれる地方の基幹税としては、地方消費税の他、法

人二税、個人住民税が挙げられる。偏在性及び安定性の観点に加えて、これら

の税を取り巻く状況をみても、法人二税については、今でも日本の法人課税に

係る実効税率が諸外国と比較して高いという指摘があり、また、個人住民税に

ついては、人口全体に占める現役世代の割合が減少していくため、将来にわた

ってこれに大きく依存することは困難である。こうしたことを考慮すれば、今

後充実すべき地方の基幹税としては、やはり地方消費税が望ましい。 

○地方消費税は、税収の偏在性が小さく安定的な基幹税として、地方の財源に

ふさわしい税 

○少子高齢化や地域主権改革の進展等により、増大していくことが見込まれる

住民に身近で幅広い行政サービス等の財源確保のため、地方消費税を大きく

充実させていく必要がある 
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○他の税目に比較して税収の偏在性が小さい【地方税の税収の偏在状況】 

 
各都道府県の人口１人当たり税収額の最大値／最小値の倍率（平成 20 年度決算） 

税 目 倍 率 

地方消費税（清算後） 1.8 倍 

個人住民税 3.0 倍 

法人二税 6.6 倍 

固定資産税 2.2 倍 

地方税収計 3.0 倍 

                 ※ 人口･･･住民基本台帳(H21.3.31) 
 
 
 

○ 税収が安定的【地方税の主要な税目の税収推移(地方財政計画額ベース)】 
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（備考）  １  計数は、超過課税及び法定外税を含まない。 

２  平成２０年度までは決算額、２１年度は決算見込額、２２年度は地方財政計画額である。 

３  地方法人二税には、地方法人特別譲与税を含む。 

 

 

 

地方消費税は税収の偏在性が小さく安定的な税目 

地方消費税 

固定資産税 

法人２税 

個人住民税 

所得譲与税 
3.0 兆円 

見込 計画 
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※　H17までは総務省「国勢調査」に基づく人口、H37は国立社会保障・人口問題研究所による将来推計人口による。
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構成比
（％）

65歳以上
15～64歳
0～14歳

高齢者一人を現役
世代何人で支えるか 2.0人3.3人6.6人 5.8人 2.8人

 

 

 
現役世代（15～64 歳）の人口割合が減少 → 個人所得課税だけに依存することが困難 

 

年齢別人口構成比の推移 
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３ 地域活性化に資する地方消費税 

 

 

 

 地方消費税は、消費者が消費を行った地域と、税収が帰属する地域が一致す

る仕組みを採用している。また、人の往来や居住には必ず消費が伴う。このた

め、地域経済の活性化に積極的に取り組み、人の交流や人口の増加に成功した

地域では、地方消費税の税収増の効果が現れる。さらに、住民の間で、「地域で

の消費は税収増や公共サービスの向上につながる」というコンセンサスが形成

されれば、地産地消の推進や、地方の商店街の活性化にも結びつく。 

そのためには、地方消費税が正しく最終消費地に帰属するように、さらに検

討していく必要はあるものの、地方消費税は、地方の地域経済活性化努力が税

収に反映されやすい税であり、地域振興のためのインセンティブをもたらす効

果が期待できるものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○地方消費税は、地方の地域経済活性化努力が税収に反映されやすい税であり、

地域振興のためのインセンティブをもたらす効果が期待できる 
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【奈良県】 

 

【佐賀県】 

都道府県における取組事例 
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４ 幅広い財源としての地方消費税 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 11 年度から、国税の消費税の収入は、予算総則に「その使途を介護、高

齢者医療、基礎年金のそれぞれ給付に充てる」として、いわゆる福祉目的化が

行われているのに対し、地方消費税は、使途の限定が行われていない。 

  これは、地方消費税が、制度創設以来、福祉や教育などの幅広い行政需要を

賄う税として位置づけられ、地方一般財源として、これからも重要な基幹税と

して期待されているからである。 

  そもそも、国と地方公共団体では、「福祉に関係する支出」、「社会保障関係経

費」の内容が異なる。国の場合は、年金・医療・介護など制度化された「現金

給付」を指す狭い意味で使われることが多いのに対し、地方公共団体の場合に

は、金銭以外の「現物給付」、例えば、保健所による健康診断や様々な予防事業、

高齢者の健康づくり事業など、それぞれが自主的な判断に基づいて行う、幅広

く住民の生活に密着した各種のサービスに係る費用までが含まれていることに

留意しなければならない。 

  平成 20 年度末に公布された「所得税法等の一部を改正する法律」の附則で、

地方消費税は、地方分権の推進及び国と地方を通じた社会保障制度の安定財源

の確保の観点からその充実を検討することとされた。 

  法により地方消費税の基本的方向性が示されたが、地方消費税は、今後少子

高齢化の進展に伴い、間違いなく増嵩する地方の社会保障関連の人的サービス

や、少子化対策、教育など、地方公共団体が担う多様で地域の実情に即した幅

広い行政サービスの財源としての性格が維持されるべきである。 

幅広い行政サービスの財源として期待される地方消費税 

○地方消費税は制度創設以来、福祉や教育などの幅広い行政需要を賄う税

であり、国税の消費税と違い、使途の限定がない 

○地方消費税は、地方公共団体が担う多様で地域の実情に即した幅広い行

政サービスの財源としての性格が維持されるべき 

○消費税の目的税化の議論については、税理論上の問題点もあるが、消費

税の一部が地方共有の財源として地方交付税の原資とされていることを

踏まえた慎重な検討を強く求める 

○消費税と合わせて、全額を年金等国の社会保障財源とする議論は、地方

消費税が地方の固有財源であること、消費税が地方交付税原資となって

いることを顧みないものであり、容認できない 
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  一方、同法附則で国税である消費税は、その全額を制度として確立された年

金、医療及び介護の社会保障給付と少子化対策に充てることとされた。 

  消費税を社会保障目的税化する趣旨と考えられるが、本来、目的税とは、税

理論上、特定の経費に充てるために徴収する税であり、国や地方公共団体が行

う事業等に要する費用について、その事業等によって特に利益を享受する者に

負担を求める「受益者負担」により、負担の公平と必要な財源の調達を図るこ

とを目的としている。 

  消費税と年金等の社会保障給付等との間を、「受益者負担」という考え方で

どのように説明するかは、国において議論されるべき重要な事項であるが、地

方の立場からすれば、消費税の一部が地方共有の財源として地方交付税の原資

とされていることを踏まえた慎重な検討を強く求めるものである。 

  同法附則は、現政権の下においても存続しており、また最近では、財政健全

化をめぐる議論の中で、今後活用する場合もあり得ると言明されていることか

ら、今後とも動向を注視していく必要がある。 

  なお、地方消費税を消費税と合わせて、全額を年金等国の社会保障財源とす

る議論もあるが、これは地方が社会保障に果たしている重要な役割や、地方消

費税が経緯上も地方の固有財源であること、消費税が地方交付税の原資となっ

ていることを顧みないものであり、地方としては容認できないものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

消費税の国と地方の配分 

うち 1/2 は市町村交付金 

○ いわゆる「消費税」５％のうち、１％分は「地方消費税」（国税としての消費税の税率は４％） 

○ また、消費税（国税）の一部（29.5%)は、地方共有の財源として地方交付税の原資とされている。 

地方消費税 
１％ 

消費税 ４％ 

地方交付税分 
１．１８％ 

５％ 

国分 
２．８２％相当 

地方分 
２．１８％相当 

（５６．４％） （４３．６％） 
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○所得税法等の一部を改正する法律（平成 21 年３月 31 日公布） 

附 則 

（税制の抜本的な改革に係る措置） 

第百四条 政府は、～（中略）～、平成二十年度を含む三年以内の景気回復に向け

た集中的な取組により経済状況を好転させることを前提として、遅滞なく、かつ、

段階的に消費税を含む税制の抜本的な改革を行うため、平成二十三年度までに必

要な法制上の措置を講ずるものとする。～ 

（中略） 

３ 第一項の措置は、次に定める基本的方向性により検討を加え、その結果に基づ

いて講じられるものとする。 

（中略） 

三 消費課税については、その負担が確実に国民に還元されることを明らかにす

る観点から、消費税の全額が制度として確立された年金、医療及び介護の社会

保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する費用に充てられることが

予算及び決算において明確化されることを前提に、消費税の税率を検討するこ

と。その際、歳出面の合わせた視点に立って複数税率の検討等の総合的な取組

を行うことにより低所得者への配慮について検討すること。 

（中略） 

七 地方税制については、地方分権の推進及び国と地方を通じた社会保障制度の

安定財源の確保の観点から、地方消費税の充実を検討するとともに、地方法人

課税の在り方を見直すことにより、税源の偏在性が小さく、税収が安定的な地

方税体系の構築を進めること。 

 

 

 

 

【菅財務大臣の答弁】 

104条については、確かに、ある時期、鳩山内閣の方針とは矛盾しますので、これは23年

度末ですから、平成でいえば24年の3月末までに何らかの処理をするということを答弁して

おりますし、今も公式的にはそういう答弁を続けなければならないと思っております。 

ただ、あえて言えば、23 年度末というのはこれからもう1 年少しありますので、その間に、

この財政再建の道筋について、もちろん鳩山内閣としても中期財政フレーム等を6月に提出

することにいたしておりますが、場合によっては与野党を含めた議論の中では、自民党が麻

生政権時代に出されているこの 104 条も、現在参議院で出されている財政健全化責任法も、

まだ出しておりませんが鳩山政権として多少準備をしているそういう健全化法についても、

場合によっては国会の場で与野党を超えて広く議論をすることがあってもいいのではない

か。 

実は、アメリカでは、オバマ大統領のもとに、共和党、民主党の間で共通の委員会ができ

ているということを承知しておりますけれども、そういうことも考えながら、今お答えしましたよ

うに、附則104条については、原則的には23年度末までには廃止するなりなんなりで処理を

しなければならないけれども、場合によっては、それまでの間の議論の中に生かすことがで

きれば、まさに小泉議員が言われたように、生かす場面もあり得るというふうに思っておりま

す。 

衆院決算行政監視委第 2 分科会（H22.5.17）議事録 
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第４章 地方消費税の引き上げと税制度 
 

地方消費税は、法人二税等に比べ税収の偏在性が小さく、導入後、年間約 2.5

兆円の税収を安定して保っている。前章までに述べたように、住民が求める行政

サービスの水準と歳入のアンバランスを構造的に抱える地方公共団体において、

今後確実に増嵩する社会保障をはじめ、教育・警察等の住民生活に必須の行政サ

ービスを安定的に提供するためには、税収の偏在性が小さく安定的で、その財源

として最もふさわしい、地方消費税の引き上げが不可欠である。 

消費税・地方消費税の引き上げは、国と地方が共に取り組むべき課題であり、

景気回復に向けた集中的な取り組みにより、経済状況を好転させることを前提に、

低所得者等の負担にも配慮しつつ、遅滞なく消費税・地方消費税を含む税体系の

抜本的改革を実施するため、国と地方が一体となって、積極的な運動を展開して

いく必要がある。 

我々都道府県は、市町村と連携しながら、地方消費税に対する国民の認知度を

高める取り組みを充実させるとともに、地方消費税の引き上げが不可欠であるこ

とを責任を持って住民に説明し、理解を得ていく覚悟である。 

以下、消費税・地方消費税の引き上げを求めるに当たり、主だった税制度上の

論点について、税体系の抜本的改革に向けた整理を行うこととする。 

 

なお、平成 20 年度の税制改正により、消費税・地方消費税を含む税体系の抜本

的改革が行われるまでの間の暫定措置として、法人事業税の税率の引き下げが行

われ、その引き下げ分に相当する額については、国税である地方法人特別税が創

設され、その収入は、譲与税として都道府県に譲与する措置がなされている。 

税収格差の是正は、早急に対応されなければならないものではあるが、どんな

理由にせよ、地方税を国税にする改正は、地方分権の基本方向から見て大きな問

題である。地方法人特別税は、根拠となる法律名（「地方法人特別税等に関する暫

定措置法」）にも明示されているように、あくまで暫定的な措置でなければならな

い。以上を踏まえるならば、消費税を含む税体系の抜本的改革を速やかに行い、

地方法人特別税のような暫定的な制度は地方税として元に復し、地方の行政サー

ビスを支える偏在性の小さい地方税体系を確立していくべきである。 
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平成 20 年 1 月 11 日 
閣 議 決 定 

八 地域間の財政力格差の縮小 
 地方税制については、更なる地方分権の推進とその基盤となる地方税財源の充実を
図る中で、地方消費税の充実を図るとともに、併せて地方法人課税のあり方を抜本的
に見直すなどにより、偏在性が小さく税収が安定的な地方税体系を構築することを基
本に改革を進める。 
 この基本方向に沿って、消費税を含む税体系の抜本的改革において、地方消費税の
充実と地方法人課税のあり方の見直しを含む地方税改革の実現に取り組む。 
 消費税を含む税体系の抜本的改革が行われるまでの間の暫定措置として、法人事業
税の一部を分離し、「地方法人特別税」及び「地方法人特別譲与税」を創設すること
により、偏在性の小さい地方税体系の構築を進める。 

平成 20 年度税制改正の要綱（抜粋） 
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１ 地方消費税の賦課徴収における地方の役割 

 

 

 

 

 

 

 

 

地方消費税の譲渡割の賦課徴収については、地方税法附則の規定により、当

分の間、国に委託されているため、都道府県自らが賦課徴収しておらず、都道

府県は国に対し、定められた徴収取扱費を負担している。 

ところが、こうした実態を指して、「地方消費税は地方税にふさわしくない」、

「地方税とは言えない」といった批判がある。 

しかしながら、これは、納税者の事務負担、徴税コストの最小化を考慮した

相当程度合理的な方法で、制度創設時に十分議論された政策判断によるもので

ある。したがって、現在の賦課徴収体制の状況のみを指して地方消費税は地方

税としてふさわしくないといった批判は、単なる「批判のための批判」に過ぎ

ない。 

都道府県としても、納税者の事務負担、徴税コスト、賦課徴収体制の環境整

備等について検討を進め、将来的には地方税法本則に規定する、賦課徴収を都

道府県が行う形態を目指すべきである。 

当面、地方消費税の引き上げを求めていく上では、都道府県として自ら賦課

徴収に一定の役割を果たすべく、例えば納税者の利便性向上のための納税相談、

申告書の収受といった窓口業務や公平性を確保するための滞納整理業務の一部

引き受け等について具体的な提案に向け検討を進める。 

いずれにしろ国と地方の役割の分担については、国民経済全体の観点から費 

 用対効果も考えた上で最終的に判断されるべきものと考える。 

  なお、そもそも地方消費税は、消費税創設時に整理された娯楽施設利用税、

電気税、ガス税等の地方間接税や、平成６年度税制改正における住民税の減税

に代わる財源としての位置づけがあることも、改めて確認しておきたい。 

 

 ＊参考資料１「滞納整理業務の一部引き受けについて」参照 

○納税者の事務負担、徴税コスト、都道府県の賦課徴収体制の環境整備等に

ついて検討を進め、将来的には地方税法本則に規定する、賦課徴収を都道

府県が行う形態を目指すべき 

○都道府県自らが賦課徴収において、申告書の収受、滞納整理業務の一部引

き受け等、一定の役割を果たすべく具体的な提案に向け検討を進める 
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消費税及び地方消費税の創設と地方税制 

地方税法附則第９条の４ 

  譲渡割の賦課徴収は、当分の間（中略）国が、消費税の賦課徴収の例に

より、消費税の賦課徴収と併せて行うものとする。（以下略） 

昭和63 年 
（消費税創設前） 

昭和63 年の抜本的改革 
（消費税創設） 

平成６年の税制改革 
(地方消費税創設･消費税率引上げ) 

（単位：兆円） 

【
地
方
税
関
係
】 
【
地
方
交
付
税
関
係
】 

地方消費税の創設 

2.4 

消費譲与税の廃止 

△ 1.4 

個人住民税の制度減税 

△ 1.0 

消費譲与税の創設 
（消費税収の 20％） 

1.1 

個人住民税の制度減税 

△ 1.0 

・電気税、ガス税、 

 木材引取税の廃止等 

既存個別間接税の整理 
 

△ 1.1 

消費税収（除:消費譲与税）の 
24％を対象税目に追加 

1.0 

国税３税の減収に伴う 
交付税の減 

△ 0.9 

消費税に係る交付税率の 
引上げ（24％→29.5％） 

1.5 

所得税の制度減税による 
交付税の減 

△ 0.8 

※この他消費税引上げに伴う地方 
団体の負担増等により △ 0.7 

増減収額 △ 0.9 増減収額  0 

個別間接税 
・娯楽施設利用税 
・電気税 
・ガス税 
・木材引取税 等 

・所得税 
・法人税 
・酒税 

の32％が 
対象税目 
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２ 低所得者等に対する配慮と対応 

 

 

 

 

 

  今後、消費税・地方消費税の引き上げを求めていく上で、低所得者の負担緩

和の観点から一定の配慮が必要と考えられる。また、引き上げに伴い、より透

明性・信頼性の高い制度としていくことも重要である。 

 

 ① 低所得者等に対する配慮 
   欧州等においては、食料品等の生活必需品や特定のサービスに対する軽減

税率適用の例がある。 

軽減税率は、消費課税の範囲内で手当てが可能な仕組みであり、低所得者

の家計に占める消費割合が高い品目をその対象とすることにより負担緩和に

資するというメリットがある。その一方で、軽減税率の適用による減収分を

補うため標準税率が高くなることや事業者の事務負担の増加、対象品目の選

定の困難性等のデメリットもあり、十分な検討が必要である。 

また、軽減税率を導入しない場合には、低所得者層ほど税負担が重くなる

「逆進性」が高まるとの指摘がある。これについては、例えば所得税の税額

控除と低所得者層への給付金を組み合わせた「給付付き税額控除制度」等に

よる緩和措置を導入すべきとの議論もあり、軽減税率の導入の検討と併せて、

どのような制度が望ましいかを今後検討すべきである。 

なお、地理的条件等により、総体的に物価が高い離島地域において、欧州

でも例があるように軽減税率を活用すべきとの議論もある。 

 

＊参考資料２「軽減税率（複数税率）について」参照 

 

○食料品等の生活必需品や特定のサービスへの軽減税率の導入、給付付き税額控

除制度など低所得者等への負担緩和も十分検討すべき 

○透明性・信頼性確保のため、「インボイス方式」についても研究が必要 
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【効果・目的】 
・低所得者の家計に占める消費割合が高い品目を軽減税率の対象とする場合は、低所得

者の負担緩和に資する（ただし高所得者にもその効果は及ぶ）。 
 
【公平性の問題】 
・ライフスタイルや価値観が多様化する中で、軽減税率の適用範囲を合理的に設定する

ことは極めて困難。物品税を廃止し、消費税を導入した経緯に逆行する。 
 
【経済活動に対する中立性の問題】 
・対象品目とそれ以外の品目との相対価格が変化するため、経済活動への中立性を損な

うおそれがある。 
 
【制度の簡素化、事業者の事務負担の問題】 
・軽減税率を採用した場合、売上げと仕入れを異なる税率ごとに区分して記帳する必要

が生じるなど、事業者の事務負担の増加が避けられない。 
 
【税率との関係】 
・一定の税収を確保するためには、軽減税率による減収分だけ標準税率を高くせざるを

得ない。 
（H19 政府税制調査会資料から） 

軽減税率の検討に当たっての留意点 

 給付付き税額控除制度  
・ 給付と税額控除を適切に組み合わせて行う仕組みその他これに準ずるもの 

（所得税等の納税額が少ないため減税の恩恵を受けにくい低所得者層や子育て世帯に

税額控除に合わせ給付金を支給するもの） 

・ 低所得者ほど税負担が重くなる消費税の「逆進性」を緩和 

・ 所得税法等の一部を改正する法律（平成 21 年法律第 13 号）附則第 104 条第３項第 1

号において、制度の検討が明記された 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 「経済財政改革の基本方針 2009」（平成 21 年 6 月 23 日閣議決定）では、「子育て等に

配慮した低所得者支援策（給付付き税額控除等）について、財源確保方策とあわせ、制

度設計の論点を含めて検討する」と明記された。 

・ アメリカ、カナダ等諸外国では、給付と組み合わされた税額控除制度が導入されている 

・ 具体的には、社会保険料の一部相当額を給付金として支給する等の案がある 

所得税法等の一部を改正する法律(平成 21 年法律第 13 号）附則第 104 条第 3 項第１号 

(抜粋) 

 ３ （略） 

一 個人所得課税については、格差の是正及び所得再分配機能の回復の観点から、各種

控除及び税率構造を見直し、最高税率及び給与所得控除の上限の調整等により高所得

者の税負担を引き上げるとともに、給付付き税額控除（給付と税額控除を適切に組み

合わせて行う仕組みその他これに準ずるものをいう。）の検討を含む歳出面も合わせ

た総合的な取組の中で子育て等に配慮して中低所得者世帯の負担の軽減を検討する

こと並びに金融所得課税の一体化を更に推進すること。 
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 ② 透明性・信頼性確保のための対応 
   欧州等では、適正かつ円滑な施行に資する観点から、免税事業者からの仕

入税額控除を排除し、税額を明記した請求書等の保存を求める「インボイス

方式」が採用されている。 

これまで、政府税制調査会等の議論においては、中小事業者等を中心とし

た導入コスト等の観点から、必ずしも積極的な意見は見られない。しかし、

制度の透明性や信頼性を高める観点からは、いわゆる「益税」問題等、現行

の消費税制度において国民が抱いている不公平感を解消するために、我が国

においてもその導入の是非は検討されてしかるべきである。 

さらに、「インボイス方式」については、軽減税率の導入に欠かせない仕組

みという側面があるほか、理論的には地域ごとの異なる税率決定も可能にす

る要素となるといった側面も論じられている。 

一方で、免税事業者が商取引から排除されるおそれがあることや中小事業

者の事務負担の増加などが指摘されており、導入の是非については、こうし

た点を踏まえて、今後も研究していく必要がある。 

 

＊参考資料３「「インボイス方式」の概要について」参照 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【効 果】 
・消費税制度の信頼性・透明性の向上に資する。 
・複数税率の下では、税額を明記した請求書等の保存を求める「インボイス方式」を

採用することにより、適正に仕入控除税額の計算を行うことが可能となる。 
 
【留意点】 
・税率構造や中小事業者に対する特別措置などとの関係を踏まえ、事業者間における

取引の実態にも留意しつつ、検討を行うことが必要。 
・免税事業者からの仕入れについて、仕入税額控除が認められず、免税事業者が、事

業者間取引から排除されるおそれがある。 
（H19 政府税制調査会資料から） 

 

インボイス制度の効果と留意点 
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３ 地方消費税の税収配分のあり方 

 

 

 

 

 

 ① 都道府県と市町村の税収配分のあり方 
地方消費税はその税収の半分が市町村交付金として、人口及び従業者数に

応じて配分されており、市町村においても都道府県と同様に、地方の福祉は

もとより医療や教育など、幅広く住民の生活に密着した各種のサービスに充

てられている貴重な財源である。 

都道府県と市町村の税収配分のあり方については、今後課題等を整理して

いく必要がある。 

 

 ② 清算基準の見直し 
   地方消費税における清算は、多段階の消費課税である消費税と課税の仕組

みを同じにしたことによる「最終消費地と課税地の不一致」を解消するため

の制度である。つまり、その目的は、「地方消費税収を正しく最終消費地に帰

属させること」であり、都道府県間の財政調整のために行われているわけで

はない。 

   現在の清算基準は、国のいわゆる「指定統計」を使用して算定した「消費

に相当する額」を基礎としている。現行の清算基準では、指定統計による「消

費に関連した指標」を用いて把握できる範囲は「消費に相当する額」の 75％

とされ、これを根拠として４分の３を「消費に相当する額」で、残りを人口

と従業者数とで清算している。しかし最近では、非課税取引等を考慮すれば、

指定統計で把握可能な部分は 75％よりも少ないとの意見があることや、指定

統計で把握できない部分については人口や従業者数などの代理指標を用いて

把握すること等の課題も指摘されている。 

このため、現在の清算基準の課題とその対応について整理していく必要が

ある。 

 

 

 

○都道府県と市町村の税収配分のあり方は、今後課題等の整理が必要 

○地方消費税における清算は「最終消費地と課税地との不一致」を解消する   

ための制度であるが、現在の清算基準の課題とその対応について整理が必要 
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 国から払い込まれた地方消費税相当額について、最終消費地に税収を帰属させるた

め、消費に関連した基準によって都道府県間において清算 

指    標 ウェイト 

「小売年間販売額（商業統計）」と 

「サービス業対個人事業収入額（サービス業基本統計）」の合算額 
6／8 

「人口（国勢調査）」 1／8 

「従業者数（事業所・企業統計）」 1／8 

 

地方消費税の清算 

 税収（清算後）の２分の１を市町村に交付。人口と従業者数であん分 

指    標 ウェイト 

「人口（国勢調査）」 1／2 

「従業者数（事業所・企業統計）」 1／2 

 

地方消費税交付金 
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４ 地方消費税の課税標準と税率の規定 

 

 

 

 

 

  現行の地方消費税の制度上、消費税額を課税標準とし、税率を２５％と規定

しているため、いわゆる「消費税」５％のうち１％分が地方消費税であるとの

認識が希薄となっており、国民に負担感、痛税感がない、都道府県が住民に対

して説明責任を果たしていないとの批判がある。 

  課税標準、税率の規定ぶりについては、他の税目（法人県民税法人税割、市

町村民税法人税割）に同様の規定があり、税理論上問題があるとは考えていな

いが、国民に対する分かりやすさという観点からは、徴収コストや事務負担な

どの影響を考慮したうえで議論すべきことと考える。 

規定の如何にかかわらず、国民に対する地方消費税の認知を高め、説明責任

を果たすことが重要であるので、メディアを通じた広報の充実や例えば国民が

実際に受取るレシート等への地方消費税の明記などの働きかけ等を行っていく

必要がある。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地方税法第７２条の８２ 

地方消費税については、（中略）、消費税額を課税標準額とする。 

 

地方税法第７２条の８３ 

地方消費税の税率は、１００分の２５とする。 

 

消費税法第２８条第１項（抜粋） 

課税資産の譲渡等に係る消費税の課税標準は、課税資産の譲渡等の対価の額とする。 

 

消費税法第 63 条の２（抜粋） 

 事業者は、あらかじめ課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の価格を表示するときは、当

該資産又は役務に係る消費税額及び地方消費税の合計額に相当する額を含めた価格を表

示しなければならない。 

○地方消費税の課税標準と税率の規定ぶりについては、他の地方税に同様の規定

があり、税理論上問題はないと考える。 

○地方消費税に対する国民の認知を高めることが重要であり、周知方法に工夫が

必要 



～ 住民サービス確保のための地方消費税引き上げに向けた提言 ～
まとめ

地方財政の現状と将来見通し
　○バブル崩壊後、国と地方の債務残高は先進国で類を見ないほど累増
　○平成16年度以降、地方一般財源総額は厳しく抑制。地方財政は構造的な危機に直面
　○今後も社会保障関係費の増嵩等により、地方の財源不足は平成25年度には最大10.4
　　兆円に拡大し、基金も枯渇に至るなど、地方団体の財政運営は破綻の懸念

地方は不断の
行革努力を実施

地方の行政サービス水準
の切り下げや廃止は、
住民生活に直接影響

持続可能な行政サービスの提供のためには

今後とも不断の行革努力を行うが､これ
だけでは巨額の財源不足解消は困難

地方が負担する社会保障
関係費は幅広く、
その負担は増加の一途

　○国・地方を通じた歳入歳出ギャップを解消し、持続可能な税財政制度を構築するた
　　め、国も地方も抜本的な改革が急務
　○住民にサービス水準のあり方を示した上で、負担増についても避けることなく議論
　　し、理解を得ていく必要

税源の偏在性が小さく、税収が安定的な「地方消費税」の引き上げが不可欠

１　国・地方を通じた消費税・地方消費税の引き上げが不可欠
２　地方消費税は、社会保障をはじめとする多様な行政サービスの財源
　　としての性格を維持
３　地方消費税は、少子高齢化や地域主権改革の進展に伴い増大する地方
      の役割を踏まえ、今後の行政サービス需要を十分賄える水準を確保

将来の子どもたちのため、都道府県と市町村が
連携し、地方が先頭に立って主張していく

行政サービス水準の切り下げは困難

ニッポンの未来を
地方から考える！

抜本的な歳入増加策が不可避

少子高齢化や地域主権改革の進展に伴い、地方の果たすべき役割が増大

＋
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おわりに 
 

以上みてきたように、我が国の財政は、国・地方の債務残高が先進国で類を見ない
ほど累増し、一層深刻さを増している。地方は、平成 22 年度は地方交付税が 1.1 兆
円増額されたものの、歳出に対して歳入が絶対的に不足する事態は改善されていない。 
 
「中期財政フレーム」を踏まえ、今回改めて地方財政の試算を行った結果、一般財

源総額が同額であるとしても、地方の財源不足額は平成25年度には最大10.4兆円（地
方消費税換算で約 4.2％に相当）に拡大し、基金も枯渇に至るなど、住民に不可欠な
サービスを維持できるかどうかの瀬戸際に立たされる。 
 
もとより、不断の行革努力は当然であるが、地方は国をはるかに上回る歳出削減を

行っており、行革努力のみでは増大する社会保障等の行政サービス需要に対応できな
い。また、身近なサービス水準の更なる切り下げや廃止を行えば、住民生活が立ち行
かなくなり、国民の理解を得ることは困難である。 
 
我が国経済がいまだ順調な回復軌道に乗ったとは言い難い現状においては、まずは

新成長戦略を大胆に実行することに全力を挙げるべきであるが、根本的な解決のため
には、国・地方を通じた歳入増加策が不可避であり、地方においては、社会保障をは
じめ住民生活に必須の行政サービスを安定的に提供していくため、その財源として、
税源の偏在性が小さく、税収が安定的な地方消費税の引き上げが不可欠である。 
 
地方消費税の引き上げは、経済状況の好転を前提に低所得者等の負担にも配慮しつ

つ、消費税を含む税制の抜本改革の中で実現を図るべきである。 
その際、地方消費税は、社会保障をはじめとする多様な行政サービスの財源として

の性格を維持しつつ、少子高齢化や地域主権改革の進展に伴い増大する地方の役割を
踏まえ、今後の行政サービス需要を賄える水準を確保すべきである。 
特に、地方は、社会保障給付に対する応分の負担に加え、地方独自のサービスを含

め、医療・介護・保育など雇用創出効果の高い現物給付を担っており、国・地方を通
じた「強い社会保障」の実現のためにも、地方消費税の引き上げを通じた安定財源の
確保が不可欠である。 
 
各都道府県においては、住民の理解が得られるよう、さらなる行革を断行するとと

もに、国に対し徹底した無駄の排除を求めていく。 
また、都道府県知事自らが市町村長とも一体となって、全国レベルのシンポジウム

や、地域レベルの説明会の開催などを通じ、住民一人一人に国・地方がおかれている
現在の状況を分かり易く説明し、国民的議論を喚起し、地方公共団体が一丸となって
先頭に立ち主張して行くことが重要である。 
 
国政においては、税制の抜本改革の具体化に当たり、「国と地方の協議の場」の活

用等により、地方の実態を踏まえた十分な検討を国民に開かれた形で行うことを強く
求める。 
 
誰もがこの国に、この地方に住んでよかったと実感できる社会を構築していくため

に、今、「ニッポンの未来を地方から考える！」。我々は、国政の場に声が届くよう、
不退転の心積もりで行動していく決意をここに凛として表することとしたい。 
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「地方財政の将来推計」の前提条件 

○試算の前提 

区 分 概      要 

推計期間 平成 22 年度～平成 25 年度 

対象会計 普通会計 

経済成長率 
内閣府「経済財政の中長期試算」（平成 22 年 6 月）における想定を前提 
〈ｹｰｽ１〉【慎重ｼﾅﾘｵ】  H23：1.7％、H24：1.6％、H25：1.6％ 
〈ｹｰｽ２〉【成長戦略ｼﾅﾘｵ】H23：1.7％、H24：2.9％、H25：3.0％ 

一般財源 
国の「中期財政フレーム」を踏まえ、地方一般財源総額を平成 22 年度と
同額に固定 

推計の考え方 
（都道府県）一定の前提の下、各都道府県で推計した結果を積み上げ 
（市区町村）平成 22 年度を基準に、一部平成 20 年度決算統計から推計 

 
○推計方法 

区 分 考  え  方 

人件費 
（都道府県分）積み上げ 
（市区町村分）平成 22 年度と同額 

社会保障(義務分) 
財務省「平成 22 年度予算の後年度歳出・歳入への影響試算」(平
成 22 年 2 月)による国の社会保障経費の伸び率に連動 

公債費 

（都道府県分） 
 内閣府試算の名目長期金利（1.7％～2.4％）を参考に積上げ 
（市区町村分） 
 既発行分 →平成 20 年度決算統計の将来償還額 
 今後発行分→利率は内閣府試算金利 〈2 年据置、10 年償還〉 

税関連交付金等 税収に連動 

社会保障関係費 
（義務以外） 

総務省「社会保障関係費に関する地方負担等の将来推計」(平成
20 年 11 月総務省)の伸び率に連動 

歳 
 
 
 

出 

生活関連等経費 
公共ｲﾝﾌﾗ整備・維持経費 
地域活性化経費 

平成 22 年度当初同額 

地方税・地方譲与税 名目経済成長率×弾性値（1.1） 

地方特例交付金 平成 22 年度と同額 

地方交付税 
「中期財政フレーム」及び内閣府「経済財政の中長期試算」で
は地方交付税額の各年度の試算が示されていないため、平成 22
年度同額と仮定 

臨時財政対策債 
一般財源総額が別枠加算分を除く平成 22 年度当初予算額と同
額になるよう、税収等の増減分を調整 

交通安全対策特別交付金 平成 22 年度当初同額 

歳 
 
 
 

入 

その他の歳入 原則として歳出に連動 

（注）平成 20 年度・21 年度国補正基金関連の歳出は、団体毎の積み上げを 25 年度まで試算に反映 
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参 考 資 料 １  

滞納整理業務の一部引き受けについて 

（検討例：個人事業者分に係る滞納整理） 
 

１ 検討の背景 

○ 「平成 20 年度末 国税収納未済額」（次のグラフ資料）を見ても、消費税の未収額

は 5,179 億円に達しており、この額から推計される地方消費税の未収額（1,295 億円）

の圧縮は急務である。未収額の増加は看過できない状況 

○ 地方も消費税の滞納整理を行い、少しでも地方消費税の収入アップを図れないかとい

う意見 

○ 「地方消費税は地方税であるにもかかわらず、地方は何も汗をかいていない」との批

判もあることから、地方消費税の引き上げを求めるに当たって、賦課徴収について、自

らが一定の役割を果たすことを検討 

 

                                     (単位：億円) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 国税庁ＨＰ統計資料（平成 20 年度末）、平成 20 年度道府県税徴収実績調(決算見込額)より 

(注 1) 消費税相当額及び地方消費税相当額は国税収納未済額から税率按分にて算定   

(注 2) 道府県民税(個人)は、均等割と所得割の合計 

 

 

２ 引き受け可能な事務の例 

  都道府県自らが果たすべき役割分担としては様々な事務が考えられるが、次のような理

由により一つの例として、賦課徴収事務のうち「個人事業者分に係る滞納整理」を引き受

けることが検討対象となる。 

  ただし、仕組みや取組みに伴うコストなど、今後詳細な分析が必要である。 

平成20年度末　国税収納未済額

3,308

4,320

2,882

5,179

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

源泉所得税 申告所得税 法人税 消費税相当額
（推定値）

（参考）

1,295

3,261

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

地方消費税相当額
（推計値）

都道府県民税
（個人）
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 （１） 個人事業者分に係る滞納整理の仕組み 

    消費税・地方消費税に係る滞納分のうち、法人分に比べて件数が多く手間隙の多く

かかるであろう個人の滞納分について地方が引き受け、国と地方が協力して滞納整理

を行う。 

 
 

 

 （２） 検討対象とする理由 

   ① 滞納している個人事業者は、個人住民税・個人事業税・不動産取得税・自動車税

等の地方税も併せて滞納している可能性が高く、地方税と併せて消費税及び地方消

費税の滞納整理を行えるケースも多いと考えられる。 

 

   ② 地方はコストの掛かる新たな電算システムを構築せずに、滞納整理を行うことも

可能ではないかと考えられる。 

 

 

 （３） 解決すべき事項 

   ① 地方税法の改正 

     地方税法第４８条（個人住民税の直接徴収）と同様の規定の追加が必要である。 

 

   ② 新たなコストの増加 

     住民の理解が得られるならば、ある程度のコストの増はやむを得ないが、交付税

等の財源措置、徴収取扱費の軽減を求める必要がある。 

 

   ③ その他の課題 

     都道府県が徴収した税額の一部も清算過程で他の都道府県に配分されてしまい、

徴収に対するインセンティブが働きにくいとの指摘がある。 

 

滞納処分 引継ぎ 
納
税
義
務
者 

国 

都
道
府
県 

滞納処分 

<法人分> <個人分> 

<個人分> 

個人事業者に係る消費税及び地方消費税に係る滞納整理のイメージ 
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参 考 資 料 ２  

軽減税率（複数税率）について 

 

１ 低所得者層に対する負担緩和の配慮 

 （１） 消費税（地方消費税を含む。以下同じ。）が公平性の観点から抱える問題として低

所得者層に対する配慮が必要である。 

 （２） 具体的には、一般的に低所得者ほど所得に占める消費の割合が高いため、所得に占

める消費税の負担も高所得者より低所得者の方が高くなるという問題である。 

 （３） 消費税の税率を引き上げる際には、こうした問題がさらに拡大することとなるた

め、緩和策を検討する必要がある。 

 

２ 緩和策 

  低所得者層の負担を緩和する方策としては、多くの国で採用している軽減税率の導入が

考えられる。 

 

３ 諸外国の導入例 

 

 

主要国の複数税率の導入状況 
（2010 年 1月現在） 

 フランス ドイツ イギリス スウェーデン 

標準税率 19.6％ 19％ 17.5％ 25％ 

ゼロ税率 なし なし 

食料品、水道水､

新聞、雑誌、書

籍、国内旅客輸

送､医薬品､居住用

建物の建築､障害

者用機器 等 

医薬品（医療機関

による処方） 等 

軽減税率 

食料品､書籍、旅

客輸送､肥料、宿

泊施設の利用 等 

      5.5％ 

新聞､雑誌、医薬

品 等   2.1％ 

食料品､水道水､新

聞､雑誌､書籍､旅

客輸送、宿泊施設

の利用 等 

       7％ 

家庭用燃料及び電

力等    5％ 

食料品､宿泊施設 

の利用等   12％ 

新聞､書籍､雑誌､ 

ｽﾎﾟｰﾂ観戦､映画､旅

客輸送 等   6％ 

割増税率 なし なし なし なし 

※ 財務省ＨＰ「主要国の付加価値税の概要（未定稿）」より抜粋 
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４ 導入に当たって留意すべき事項 

 （１） 標準税率への影響 

    一定の税収を確保するため、標準税率を高くせざるを得ない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （２） 事業者の事務負担の増 

    インボイス方式の導入が不可欠であり、事務量の増加が予想される。 

 （３） 軽減税率の適用品目の選定が困難 

   欧州における例 

   ○ ファーストフード店：ドーナツ５個まで標準税率、６個以上は軽減税率 

      → 店内消費（飲食サービスの提供）かテイクアウト（食料品の購入）かを

購入数の違いにより区分 

   ○ ファーストフード店・惣菜店：暖かいものは標準税率、冷めたものは軽減税率 

      → 供される温度により区分 

 （４） 農業従事者の事務負担 

    食料品が軽減税率の適用となった場合、農業生産に必要な肥料、ガソリン等に係

る仕入税額控除は標準税率であるので、適切な仕入税額控除を受けるためには課税

業者となるとともに、多くの場合、恒常的に還付申請事務が必要となる。 

 

 

 

税制調査会提出資料より 
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参 考 資 料 ３  

「インボイス方式」の概要について 

 

１ インボイスとは 

  消費税は、生産・流通の各段階で課税されるため、二重、三重に税が課されることのな

いよう課税売上に係る税額から課税仕入れ等に係る税額を控除している。 

  欧州各国では、税の累積排除の具体的な方法として、課税事業者だけが税額を記載した

インボイスを発行することができ、それを保存することが義務付けられる「インボイス方

式」が採用されている。 

  日本の現行消費税では、帳簿方式を基本とする「請求書等保存方式」を採用しているが、

いわゆる「益税」や脱税の解消、複数税率導入の前提としての観点から「インボイス方

式」導入の是非について検討が続けられている。 

 

２ インボイスの特徴 

 （１） 財貨・サービスを供給する課税事業者が、供給を受ける者（顧客）に対して発行し

た書類。 

 （２） 一定の事項が記載された請求書、領収書、納品書等をいい、決められた用紙はない。 

 （３） 必須記載事項は、①取引年月日、②付加価値税登録番号、③供給者の住所・氏名、

④顧客の住所・氏名、⑤財貨・サービスの内容、⑥財貨・サービスの対価の額、⑦税

額・適用税率 

 （４） 免税業者は、インボイスが発行できない。 

 

  [イギリスのインボイスの例] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sales Invoice No.174 

③ •›×•¢ TRADE LTD                             ② VAT Reg. No.987 6543 21 

    From:Any Street,Any Town 

④ To:  N Obody,222 The High Street 

    London NET4 4PT 

①  Sale:Time of supply 16/01/02    Date of Issue:19/01/02 

Quantity ⑤ Description and Price ⑥•’ Net Of VAT VAT Rate Net VAT 

6 

4 

 

10 

Lamps,T77@•’15.60 

Picnic BBQ Grill@•’60.00 

 

Charcoal for BBQ Pack@

•’16.5 

 

93.60 

240.00 

    333.60 

  165.00 

⑦ 

    

   17.5 

    5.0 

 

 

   

  58.38 

   8.25 

                Total(Net)                   498.60                     66.63 

                                      VAT     66.63 

                                    TOTAL  •’565.23 
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３ インボイス方式による仕入税額控除 

 （１） 仕入税額控除は、インボイスの保存が要件であり、記載された税額の集計により算

定する。 

 （２） 免税業者からの仕入分は、インボイスが発行されないため、控除できない。 

 （３） 複数税率のもとでも適正に仕入税額控除が可能。 

   

４ インボイス方式の導入による免税事業者への影響 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【比較の前提】 

①現行消費税にインボイス方式を導入したことを想定 

②計算上消費税、地方消費税の区別なく税率を５％とした 

③各事業者は仕入れから消費税額を差し引いた金額に100の付加価値を加えて販売することとする 

④仕入れに係る税額を控除できない場合には,消費税を含めた仕入金額に100の付加価値を加えて販

売するとする 

 

ケース１ 課税事業者のみ    

  
a 仕入 

(税込み価格） 

b 売上 

(税込み価格） 

c 売上に係る 

消費税額 

d 仕入税額

控除 

e 差引税額 

（ｃ－ｄ） 

課税事業者 １ 0  (0) 100 (105) 5 0 5 

課税事業者 ２ 100 (105) 200 (210) 10 5 5 

課税事業者 ３ 200 (210) 300 (315) 15 10 5 

      合計 15 

 

         

ケース２ 免税業者介在    

  
a 仕入 

(税込み価格） 

b 売上 

(税込み価格） 

c 売上に係る 

消費税額 

d 仕入税額

控除 

e 差引税額 

（ｃ－ｄ） 

課税事業者 １ 0 (0) 100 (105) 5 0 5 

免税事業者 100 (105) 205 (205) - - - 

課税事業者 ２ 205 (205) 305 (320.25) 15.25 - 15.25 

      合計 20.25 

 

 

・ ケース２において免税事業者は消費税が課税されないが、仕入れに係る消費税５の負担から

販売価格は205となる。 

・ 課税事業者２は、100の付加価値に比べ大きな消費税(15.25）を負うことになり、通常の利益を

確保しようとすると、販売価格が上がってしまうため、消費者の負担が増すこととなる。 

・ ケース１の課税事業者３との価格競争のためには、代替品を課税業者から仕入れることを選好

することとなり、免税業者は商取引から排除される可能性がある。 

 

参考文献：栗原克文 経営と経済第87巻第2号2007年9月(2007) 消費税制度に関する一考察 
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５ 日本の現行「請求書保存方式」における「益税」問題 

 （１） 日本においては、仕入税額控除を行うためには、課税仕入れ等の事実を記載した書

類及び帳簿の保存が要件となる「請求書保存方式」が採用されているが、消費税導入

以来、「益税」の発生が問題視されている。 

 

 （２）「益税」が発生するケース 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ケース１ 免税事業者が仕入時に負担した税額の範囲内で転嫁した場合 

 
a 仕入 

(税込み価格） 

b 売上 

(税込み価格） 

c 売上に係 

る消費税額 

d 仕入税額

控除 

e 差引税額 

（ｃ－ｄ） 

課税事業者 １ 0 (0) 100 (105) 5 0 5 

免税業者 100 (105) 205 (205) - - - 

  （注１）       （注２）   
課税事業者 ２ 

195.24 (205) 295.24 (310) 14.76 9.76 5 

      合計 10 

 

ケース２ 免税事業者が仕入時に負担した税額の範囲を超えて転嫁した場合 

  
a 仕入 

(税込み価格） 

b 売上 

(税込み価格） 

c 売上に係 

る消費税額 

d 仕入税額

控除 

e 差引税額 

（ｃ－ｄ） 

課税事業者 １ 0 (0) 100 (105) 5 0 5 

免税業者 100 (105) 210 (210) - - - 

課税事業者 ２  200 (210) 300 (315) 15 10 5 

      合計 10 

        

        

        

(注１）仕入れ価格（税抜）＝205(税込）-205×5/105   

(注２）205×5/105       

 

・ ケース１のように免税業者が仕入れにおいて負担した消費税額以内の額を販売価格に上乗

せした場合は益税は発生しないが、負担した以上の額を販売価格に上乗せして210（ケース

２の場合）で販売した場合は、免税業者に益税(5)が発生する。 

・ 課税業者２が消費税を納めていない免税事業者からの仕入れについても仕入税額控除でき

るという点が制度の信頼性･透明性を損ねている。 

 

参考文献：栗原克文 経営と経済第87巻第2号2007年9月(2007) 消費税制度に関する一考察 

ケース１との差額５が益税

とされる。 


